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１．ブロック協議会の取り組みについて

◆各府県ブロックの取組み状況と今後の予定

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

【福井県】

《府県ブロックの取り組み状況》

・平成２１年７月１６日に県の最低制限価格の設定方法の改正（７月２１日適用）を行い、発注機関に周知

・市町への技術支援への取組み

・市町の総合評価の学識経験者委員会に県から委員として参加。技術的な助言。
・県の要領、様式や工事成績データを市町に提供。
・県が実施する研修会等への市町職員の参加。
・福井県建設技術公社を通じて技術支援を実施。
・県の電子入札システムの市町共同利用。

《今後の予定》

・平成２２年３月に発注機関を対象とした入札契約制度説明会を開催予定

【滋賀県】

《府県ブロックの取り組み状況》

・平成２１年９月９日（水）に「滋賀県公共工事契約業務連絡協議会」を開催し、次の内容について申合せを実施。

①一般競争入札の導入・拡大

②総合評価方式の積極的な導入・拡大

③入札契約適正化法の遵守

④予定価格等の公表の適正化

⑤最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の適切な見直し

協議会以降（平成２１年７月１５日）の取組み



2
１．ブロック協議会の取組みについて

【滋賀県】つづき
・市町への技術支援への取組み

・今年度も市町実施の総合評価工事について、県土木技術職員が学識経験者として技術支援を実施（H21年度：

１１市町２０案件）
・市町土木技術職員向けの研修を実施。（最近の土木行政の課題、土木事業の説明・事業執行の流れ等）

《今後の予定》
・次年度も今年度と同様「滋賀県公共工事契約業務連絡協議会」、「公共工事品質確保推進協議会（滋賀県会議）」等
の既会議を活用し、発注者協議会の内容を周知。

【京都府】
《府県ブロックの取り組み状況》

・平成２１年９月１５日（火）に「京都府公共工事発注者協議会」は、「京都府公共工事契約業務連絡会」との共催で、次
の内容で開催
・講演

①入札談合の防止について
②公共工事の入札及び契約手続きの改善等について
③公共工事の品質確保の取組みについて
④地域建設業経営強化融資制度について

・京都府の取組報告
①公共調達改善の取組み
②京都府における電子入札
③京都府における総合評価競争入札の取組み
④工事成績評定の取組み

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

◆各府県ブロックの取組み状況と今後の予定 協議会以降（平成２１年７月１５日）の取組み
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１．ブロック協議会の取組みについて

【京都府】つづき
・総合評価競争入札の市町村実施に対する支援内容

・市町村の総合評価審査委員会に委員を派遣（当該地域を所管する土木事務所長が委員に就任）
・市町村の担当が集まる会議において京都府の取組状況等を説明（府公契連や市町村の技術担当者会議等）

《今後の予定》
・平成２２年３月１２日（金）に開催し、次の事項を報告予定。

①公共調達委員会検討会の取組みについて
②入契法における発注者への義務付け事項の措置状況について
③京都府土砂条例について

【大阪府】
《府県ブロックの取り組み状況》
・平成２１年７月１５日（水）に大阪府公契連「大阪府発注者協議会」を開催し、協議会の目的や取組みを周知するととも
に総合評価の取組み、府内各市町村における総合評価の導入状況をはじめとする入札契約制度の現状の説明を行
い、大阪府及び市町村間の入札契約制度に関する連携強化と情報共有を図った。

《今後の予定》
・平成２２年２月１０日（水）に平成２１年度第２回公共工事入札・契約事務連絡協議会を開催予定
・本会議では、近畿地方整備局から講師を招く等、国・府の入札・契約手続きの改善等について講演を行い、本幹事会

資料の提供も含め情報の共有を図る予定

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

◆各府県ブロックの取組み状況と今後の予定 協議会以降（平成２１年７月１５日）の取組み
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１．ブロック協議会の取組みについて

【兵庫県】
《府県ブロックの取り組み状況》

・平成２１年７月１４日（火）に兵庫県公共工事契約業務連絡協議会を次の内容で開催
①公共工事の入札及び契約手続きの改善等について
②兵庫県の建設工事等に係る入札・契約制度の改善取り組みについて
③公共工事の前金払いについて
④近畿ブロック発注者協議会について
⑤入札談合の防止に向けてについて

・市町への支援
・県土木事務所副所長等の学識経験者への就任

市町の総合評価実施を支援するため、国土交通省の出先機関と連携して、県土木事務所の副所長等が就任。
・相談窓口の設置

県庁の入札契約担当部署において、市町からの総合評価落札方式の実施上の課題等に対して、指導、アドバイ
スを実施。

《今後の予定》
・発注者協議会について

平成２２年度・兵庫県公共工事契約業務連絡協議会においても、近畿ブロック発注者協議会の取り組み内容を
周知するなど、市町との連携強化、情報共有を図る。

・市町支援について
説明会の開催、学識者への就任、相談窓口等を継続して実施。

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

◆各府県ブロックの取組み状況と今後の予定 協議会以降（平成２１年７月１５日）の取組み
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１．ブロック協議会の取組みについて

【奈良県】
《府県ブロックの取り組み状況》

・総合評価落札方式を導入していない市町村に対し、直接訪問による指導を実施。

・総合評価落札方式を導入している市町村に対し、要領、落札者決定基準、入札公告、説明書、指名通知文の事前確認、

評価項目、評価内容などを作成するための事前相談・指導を実施。

・総合評価落札方式で発注する全市町村の工事・業務委託に対して、学識経験者（技術管理課、土木事務所）としての

意見聴取に対応。

《今後の予定》

・「平成２１年度 奈良県発注者協議会」は、奈良県公共工事契約連絡協議会と一体的に平成２２年３月１９日（金）に開

催予定。

【和歌山県】
《府県ブロックの取り組み状況》

・市町村の総合評価実施に際しての取組み
・「落札者決定基準の策定」等の相談に対しての助言
・「落札者決定基準の策定」および「落札者決定」にかかる学識経験者の意見聴取について、県設置の第三者機関
（和歌山県県土整備部総合評価審査委員会）を活用し、審査

〔H22.1末時点における審査会開催状況〕

開催回数：１１回、審査件数：２９件（１５市町村）

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

◆各府県ブロックの取組み状況と今後の予定 協議会以降（平成２１年７月１５日）の取組み
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１．ブロック協議会の取組みについて

【和歌山県】つづき
・県主催の講習会等に市町村職員を受け入れ

・総合評価セミナー（２０市町村（２０名）参加）
内容：「和歌山県の総合評価制度について」

「品確法・総合評価方式のポイント」
《今後の予定》

・平成２２年度においても和歌山県ブロック協議会（和歌山県公共工事契約業務連絡協議会を活用）を開催し、市町村と

の情報共有・連携強化を図る。

【ブロック協議会への参加】
・各府県で開催されるブロック協議会へは、整備局も参加させていただきますので、事前連絡をお願いします。

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

◆各府県ブロックの取組み状況と今後の予定 協議会以降（平成２１年７月１５日）の取組み
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２．ブロック協議会の取組みについて

◆新聞記事

近畿ブロック発注者協議会
（第３回幹事会）

平成２１年７月１６日（木）日刊建設工業新聞（大阪府より情報提供）



資料２
近畿ブロック発注者協議会（幹事会）資料

２．近畿管内における入札参加資格、総合評価方式の評価項目

１）府県・政令市における競争入札参加資格一覧

２）府県・政令市における総合評価方式の適用タイプ・評価項目一覧

平成２２年２月８日

近畿ブロック発注者協議会



◆近畿管内府県・政令市における競争入札参加資格一覧 H21.12末現在

資格要件

機関名

近畿地整
近畿地方整備局における平成２１・２２年度
一般競争（指名競争）参加資格の当該工種
の認定

工種ごとに設定。　例）一般土木の場合
＊Ａランク：設定なし
＊Ｂランク：本店、支店又は営業所が福井県、
　　滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、
　　和歌山県のいずれかにあること。
＊Ｃランク：本店が施工府県にあること。
＊Ｄランク：本店が施工府県の○○地域
　　（管内）にあること。
　　※○○は施工箇所を含む地域で設定。

＊工事ごとに施工実績要件を設定。
＊同種工事の実績は民間工事実績も含む
＊同種工事の実績は平成６年度以降に元請
　　として完成・引渡が完了した工事。
＊同種工事の実績が国土交通省（官庁営繕
　　又は各地方整備局所掌工事を含み港湾
　　空港関係を除く）の場合は工事成績評定
　　が６５点以上（低入札工事の場合は７０点
　　以上）で実績として認める。

＊１級○○施工管理技士（監理技術者）、
　  ２級○○施工管理技士（主任技術者）
　　又はこれと同等以上の資格を有すること。
＊同種工事の経験は企業の実績に準じて
　 要件を設定している。
＊同種工事の経験は国土交通省所掌の
　 工事の場合、低入札工事でも工事成績
    評定が６５点以上で実績として認める。

福井県
福井県における平成２１・２２年度一般競争
入札参加資格の当該工種の認定

福井県内を６土木事務所で所管
＊原則として、一土木事務所管内で応札可能業者
　 が 原則２０者以上見込める場合は、
   一土木事務所 管内で主たる営業所があること。
＊見込めない場合は、隣接土木→県外業者で
    県内に 営業所を有するもの→県外業者
 　と順次対象を拡大

＊工事ごとに施工実績の要件を設定。
　　（施工実績は民間工事も含む。）
＊同種工事の施工実績は平成６年度以降に
    元請（下請）として完成した工事。
　  （同程度（6割以上）の施工実績の要件を設定
　　  する場合がある。）

＊１級○○施工管理技士（監理技術者）、
　  ２級○○施工管理技士（主任技術者）
　　又はこれと同等以上の資格を有すること。
＊同種工事の経験は企業の実績に準じて
　 要件を設定している。
   （同程度（6割以上）の施工経験は企業の
　　施工実績に準じて要件を設定する場合が
　　ある。）

滋賀県
滋賀県における平成２１年度入札参加資格
の申請を行い、当該工種の入札参加有資格
名簿に記載

業種ごとに設定。　例）土木一式の場合
＊格付け一号：主たる営業所が滋賀県内
＊格付け二号、三号：主たる営業所が施工土木
　 事務所管内（一部隣接土木事務所管内含む）
＊格付け四号、五号：主たる営業所が施工土木
    事務所管内

同種工事の実績は、公告の前日から起算して
１５年以内に元請契約し、公告の前日までに
完成・引渡しが完了した工事

＊建設業法に基づき、適正に主任技術者
　 または監理技術者を配置
＊工事内容に応じ、同種工事の経験を
　 求める場合がある。

京都府
京都府の平成２１年度建設工事入札参加
資格を有すること。

８土木事務所管内を４つのブロックに分けて発注
（Ｂランク以上）
①北部ブロック（丹後、中丹東、中丹西）、
②南丹ブロック、③京都・乙訓ブロック、
④山城ブロック（山城北、山城南）

杭、橋梁など特殊な内容、専門的な工種を含む工事
の場合に設定

監理技術者又は主任技術者として、「○○工
事」に係る監理技術者資格又は主任技術者資
格を有する自社と直接的かつ恒常的な雇用関
係にある技術者を工事現場に専任で配置でき
ること。

大阪府
大阪府建設工事競争入札参加資格者名簿に
登録されていること（WTO案件以外の資格は、
府内に営業所を有するものに限定）

工種ごとに設定。例）土木一式の場合
＊26.3億円以上（WTO）：設定なし。
＊13.5億円以上26.3億円未満（AA又はA以上の
    ２者ＪＶ）：ＪＶの場合、１社以上は府内業者。
＊9億円以上13.5億円未満（A＋B1のＪＶ）：
     ＪＶのうち１社以上は府内業者。
＊3.5億円以上9億円未満（A）：府内業者に限る。
＊1.8億円以上3.5億円未満（B1）：
   府内業者に限る。営業者の所在区域は施工箇所
   を含む府内２分割の区域で設定。
＊0.9億円以上1.8億円未満（B2）：
    府内業者に限る。営業所の所在区域は施工箇所
    を含む当該発注事務所管内で設定。
＊0.9億円未満（C,Dﾗﾝｸ）：
    府内業者に限る。営業所の所在区域は施工箇所
    を含む市町村単位で設定

＊トンネル、ダム、シールド、ケーソン、橋梁、
　 舗装等の特殊又は専門工事において、工事ごと
　 に施工実績要件を設定。
＊同種工事の実績は平成１１年度以降に元請
   として完成・引渡しが完了した工事（当該実績は、
   原則として、入札契約適正化法施行令に規定
   する法人が発注する工事に限る）

＊主任技術者又は監理技術者資格者証を
　 有する監理技術者を専任で配置できるこ
と。
＊同種工事の経験は企業の実績に準じて
　 要件を設定。
＊平成２０年度中に完成検査を受けた都市
    整備部発注工事で、６４点以下の工事
    成績点を取得していない者であること。

兵庫県
兵庫県における平成２１・２２年度一般競争
入札参加資格の当該工種の認定

一般競争入札の種別（公募型・制限付）ごとに
設定。　例）一般土木の場合
＊公募型：原則として、本店が兵庫県内。
＊制限付：施工する市町・土木事務所・県民局
　　　　　　　管内等入札参加可能業者数に応じて
　　　　　　　設定。

工事ごとに施工実績要件設定
＊公募型：過去１５年間に施工した当該工事と同種
　 又は 類似工事の施工実績（原則、国、地方公共
   団体等が発注した工事で、その工事が完成・
   引渡しが完了したもの。

＊直接的かつ恒常的な雇用関係
＊１級○○施工管理技士又は技術士の
    資格を有すること等
＊工事ごと施工実績要件設定
　  ※公募型は同種工事の実績に同じ

有資格 地域要件 同種工事の実績 配置予定技術者

1



◆近畿管内府県・政令市における競争入札参加資格一覧 H21.12末現在

資格要件

機関名
有資格 地域要件 同種工事の実績 配置予定技術者

奈良県
奈良県における平成２０・２１年度一般競争
入札参加資格の当該工種の認定

工種ごとに設定。例）土木一式の場合
＊26.3億円以上：WTO
＊7億円以上26.3億円未満：一般競争（ＪＶ）2～4者）
   【県内A1ﾗﾝｸ・県内営業所（県内一括）、構成員
　 比率県内A1は50%以上】
＊3億円以上7億円未満：一般競争（ＪＶ）2～3者
    【県内A1ﾗﾝｸ（県内一括）】
＊1.5億円以上3億円未満：一般競争（混合入札）、
    単体又はＪＶ(2者）【県内A1ﾗﾝｸ（県内一括）】
＊0.5億円以上1.5億円未満：一般競争【事務所管内
    A1ﾗﾝｸ及びAﾗﾝｸ（事務所管内一括）（※H22
    実施予定　県内A1ﾗﾝｸ及びAﾗﾝｸ県内一括）】
＊0.2億円以上0.5億円未満：一般競争【事務所管内
    Bﾗﾝｸ（管内一括）】
＊0.08億円以上0.2億円未満：一般競争【事務所
    管内Cﾗﾝｸ（事務所管内一括）】
＊0.08億円未満：指名競争【事務所管内D～Eﾗﾝｸ、
   15者以上】

工事ごとに過去１５年以内に竣工した施工実績の
要件を設定

例）土木一式工事の場合、
　　下記のいずれかに該当すること。
＊１級土木施工管理技士資格を有する者、
　 １級建設機械施工管理技士の資格を
　  有する者、技術士（建設部門、農業部門、
　  森林部門、水産部門又は総合技術監理
    部門の資格を有する者、これらと同等以上
    の資格を有するものと国土交通大臣が
    認定した者。
＊過去１５年以内に竣工した登録業種に
    係る従事経験を有する者。
＊入札の申し込みのあった日以前に３ヶ月
    以上の雇用関係にある者。
＊監理技術者を置くことが必要な工事に
    あっては、「監理技術者資格証」及び
   「監理技術者講習修了証」の交付を受けて
   いる者。

和歌山県
条件付き一般競争入札における和歌山県建
設工事入札参加資格の当該業種の認定

工種ごとに設定。例）土木一式工事の場合
＊予定価格１億円以上：県内一円
＊予定価格0.5億円以上１億円未満：
　　各建設部組合せ３ﾌﾞﾛｯｸ
＊予定価格0.3億円以上0.5億円未満：
　　各建設部組合せ６ﾌﾞﾛｯｸ
＊予定価格0.3億円未満：各建設部管内ごと９ﾌﾞﾛｯｸ

＊工事ごとに企業の施工実績要件を設定。
＊民間工事実績も建設工事実績認定審査会で
　　認定可能
＊同種工事の実績は平成６年４月１日以降に元請
　　として完成・引渡が完了した工事。

＊工事ごとに配置予定技術者要件を設定
　　例）土木一式工事（予定価格１億円以上）
　　　　の場合
　　　　過去１５年間における同種同等の工事
　　　　実績を有する監理技術者

京都市
京都市の一般競争入札参加資格者名簿
又は指名競争入札有資格者名簿に記載
されている者

＊高度な技術力を要するものを除き市内業者を対象
＊市内業者発注に当たっては、予定価格に応じて
 　競争参加有資格者付の該当工種や等級を条件
    として付している。

＊工事ごとに施工実績要件を設定。
＊同種工事の実績は平成６年度以降に元請として
　 完成した工事

参加資格条件としていない。

大阪市

大阪市の平成20・21年度工事請負入札
参加資格審査で、当該工種の入札参加
資格の認定を受けていること。
土木・建築・舗装・電気・給排水衛生
冷暖房・造園工事の入札参加資格は、
原則として工事の種類及び予定価格を
区分して、経営事項審査の結果を勘案
して定めている。

土木・建築・舗装・電気・給排水衛生冷暖房・造園工
事については、登録種目数の制限を設定している
大阪市内に本店を有する企業等　　：　3種目
大阪市内に本店を有しない企業等　：　2種目
電気・給排水衛生冷暖房・造園工事のいずれかに登
録する場合は、当該種目のみ

工事種目・項目別に、共通の競争参加資格として要
件（施工実績など）を設定
（例）平成6年度以降に、官公庁及び地方道路公社、
旧道路公団、鉄道事業者、軌道経営者発注工事の
元請として完成させた施工実績

当該工事の公告文に掲げる条件を満たす資
格・免許を有する技術者（関係法令で配置が
義務付けされている有資格者）の配置
（例）1級土木施工管理技士等の国家資格を有
する者、又はこれと同等以上の資格を有する
と国土交通大臣に認定された者
同種・類似工事の経験は、当該工事毎に任意
で設定している

堺市
平成２１・２２・２３年度の堺市建設工事、測量・
建設コンサルタント入札参加資格を有するも
の

案件ごとに設定している（原則、市内業者（本店が本
市内にある業者）優先）
　例）一般土木の場合
＊６億円未満：原則、市内業者に限定
＊６億円以上WTO案件未満：原則、JV（市内業者
　　を１者以上含むものに限る）に限定

工事ごとに施工実績要件を設定
※原則、施工実績要件は不要
＊過去１０年に国、地方公共団体その他公共機関
　 等から発注された工事（完成、検査が完了した
   工事に限る）の施工実績を元請として有するもの

＊予定価格６千万円未満の工事：
  　当該工事の建設業許可業種に係る
    主任技術者資格を有するもの
＊予定価格６千万円以上の工事：
    当該工事の建設業許可業種に係る
    監理技術者資格を有し、雇用期間が
     ３か月以上経過しているもの

神戸市

＊神戸市工事請負入札参加資格の認定を
　  受けていること。
＊工事ごとに参加できる企業のランクを設定
　 等級分けしていない業種の場合、経営事項
　 審査の結果を条件に設定

神戸市内に本店を有する、本店・支店及びそれに
準ずるものを有するといった要件を工事ごとに設定

工事ごとに施工実績要件を設定
※ 同種工事の実績については設定期限以降に
     完成した工事を対象とする

＊配置予定技術者は執行日以前に原則
    三ヶ月以上の直接的雇用関係にある
＊請負金額2500万円以上の土木工事の
　 場合、主任技術者又は監理技術者を
　 専任で配置する
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◆近畿管内府県・政令市における総合評価方式の適用タイプ・評価項目一覧 H21.12末現在

凡例： ①標準型の中で技術提案のみ求めるタイプ（高度技術提案型、ＷＴＯ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　近畿地整の高度技術提案型、標準Ⅰ型（WTO）
②標準型の中で技術提案以外に企業の施工能力や配置予定技術者の能力等を求めるタイプ　　　　　 ・・・　近畿地整の標準Ⅰ型
③簡易型の中で施工計画を複数項目と企業の施工能力・配置予定技術者の能力等を求めるタイプ　    ・・・　近畿地整の標準Ⅱ型
④簡易型の中で施工計画を１項目と企業の施工能力・配置予定技術者の能力等を求めるタイプ　        ・・・　近畿地整の簡易型
⑤簡易型の中で施工計画を求めず、企業の施工能力や配置予定技術者の能力等のみを求めるタイプ　・・・　近畿地整の実績重視型

総合評価評価項目

総合評価方式タイプ ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ⑤ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ②（標準） ②（簡易） ③ ④ ① ② ③ ⑤

技術提案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施工計画　△は選択 ○ ○ ○ ○ △ ※○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

企業の施工能力

工事成績評点 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

表彰 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

有用な新技術 ○ ○ ○

ISO9000又は14001 ○ ○ ○ ○

経審の主観点数 ○ ○

企業の施工実績（同種工事） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

同種・類似工事

契約後ＶＥの採用実績

工事における事故の有無

配置予定技術者の能力

同種工事の施工経験 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

技術者資格 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　〃舗装施工管理技術者（As舗装）

技術者表彰 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＣＰＤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○

工事成績評点 △ ○ ○

同規模工事の工事成績 ○ ○

技術提案に対する理解度（ﾋｱﾘﾝｸﾞ）

地域精通度

本店の所在地 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○

地域内工事の実績 ○ ○ ○

社会貢献・地域貢献

災害協定の締結 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行政機関からの表彰等 ○ ○ ○

建災防への加入 ○ ○ ○

除雪作業契約の締結や緊急対応等 ○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○

社会貢献点数
  技術・社会貢献評価数値（発注者別評価
  点：主観点）から工事成績評定点を除いた
  点数

△ ○ ○

当該工事箇所の応急仮復旧への協力等

その他（＊独自項目）

企業育成への取組み（ＪＶの場合）

県内（地元）下請け企業の活用 ○ ○ △ ○ ○

機械保有 ○ ○ ○

府内企業の下請 △ ○ ○ ○

府内資材調達（指定資材の府内調達状況） △ ○ ○ ○

雇用（技術職員数の維持<H18：H21>） ○ ○ ○

県産品の活用（ﾘｻｲｸﾙ製品利用等） ○ ○

減点措置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

近畿地整 京都府福井県

3

滋賀県 大阪府 兵庫県

施工上の配慮事項
は選択

京都府地域づくり優良工
事施工者表彰

主たる営業所 営業所所在地は選択項目：△

　△：選択項目

　　　　優良工事表彰（５ヶ年）

優良工事表彰を受けた工事の経

　△：活用可



◆近畿管内府県・政令市における総合評価方式の適用タイプ・評価項目一覧 H21.12末現在

総合評価評価項目

総合評価方式タイプ

技術提案

施工計画　△は選択

企業の施工能力

工事成績評点

表彰

有用な新技術

ISO9000又は14001

経審の主観点数

企業の施工実績（同種工事）

同種・類似工事

契約後ＶＥの採用実績

工事における事故の有無

配置予定技術者の能力

同種工事の施工経験

技術者資格

　〃舗装施工管理技術者（As舗装）

技術者表彰

ＣＰＤ

工事成績評点

同規模工事の工事成績

技術提案に対する理解度（ﾋｱﾘﾝｸﾞ）

地域精通度

本店の所在地

地域内工事の実績

社会貢献・地域貢献

災害協定の締結

行政機関からの表彰等

建災防への加入

除雪作業契約の締結や緊急対応等

社会貢献点数
  技術・社会貢献評価数値（発注者別評価
  点：主観点）から工事成績評定点を除いた
  点数

当該工事箇所の応急仮復旧への協力等

その他（＊独自項目）

企業育成への取組み（ＪＶの場合）

県内（地元）下請け企業の活用

機械保有

府内企業の下請

府内資材調達（指定資材の府内調達状況

雇用（技術職員数の維持<H18：H21>）

県産品の活用（ﾘｻｲｸﾙ製品利用等）

減点措置

神戸市

① ②-1 ②-2 ③-1 ③-2 ③-3 ②（県内） ②（県内外） ④ ⑤ ② ③ ① ② ③ ③ ⑤ ③ ※奈良県のタイプ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 標準型

○ ○ ○ ○ ○ （○） ○ ○ ○ ○ ②-1技術提案＋企業の施工能力等

②-2技術提案＋施工計画（１０点）＋企業の施工能力等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 簡易型

○ ○ ○ ○ ③-1施工計画（２２点）＋企業の施工能力等

③-2施工計画（１２点）＋企業の施工能力等

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ③-3施工計画（８点）＋企業の施工能力等

○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○
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大阪市 堺市和歌山県奈良県 京都市

　　過去３年間の近畿地整の表彰

③については現場代理人
の施工経験も認める

<優良施工実績>
国交省発注県内工事、県発注工事
で工事成績８０点以上の実績

工事費の２％以上の縮減実績

優良施工実績又は優良工事表彰

土木施工管理技士等

ＪＶ構成員に同種工事の施工実績
を有しない者がいる場合

類似工事の工事
成績を含む



３．公共工事の品質確保向上に向けた取組み

平成２２年２月８日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会（幹事会）資料

近畿ブロック発注者協議会

１） 近畿ブロック発注者協議会における取組み状況

２） 自治体の総合評価方式導入状況

３） 府県・政令市における入札契約制度の状況

４） 各機関における総合評価方式導入状況

５） 各機関における入札契約制度の状況

６） 近畿地整管内研修への受け入れ状況

資料３



1
１．近畿ブロック発注者協議会における取組み状況

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％
②府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％

◆取組み
①各発注者（市町村を含む。）に共通した総合評価方式の導入に関する指標の設定とフォローアップ
②国や都道府県が実施する研修・講習会等への市町村職員の受入
③技術者不足の市町村に対する技術支援体制（国、府県職員によるアドバイザー）づくり 等

◆目標
①市町村の総合評価方式導入拡大 目標導入率：８０％
②府県の工事発注件数に対する総合評価方式導入率 目標導入率：２０％

１．総合評価方式の導入・拡大

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等
③各機関及び管内市町村の取り組み状況を発注者の自己評価としてとりまとめ、評価結果を公表

する。

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

◆取組み
①地方公共団体における予定価格等の事後公表への移行促進
②工事成績評定データの共有化に向けた課題調整 等
③各機関及び管内市町村の取り組み状況を発注者の自己評価としてとりまとめ、評価結果を公表

する。

◆目標
①予定価格等の事後公表への移行促進

２．品質確保に関する取組の情報共有・促進等
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◇平成２１年度（平成２１年１２月末時点）の近畿各府県における工事発注件数に占める総合評価導
入率は１１％弱の状況である。（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

■ 近畿管内自治体の総合評価方式の導入状況

２．自治体の総合評価方式導入状況

H21.12末時点

平成２０年度
総合評価方式

実施件数

平成２０年度
工事発注件数※

総合評価
実施率

平成２１年度
総合評価方式

実施件数
(予定)

平成２１年度
総合評価方式

実施件数
(実施)

平成２１年度
工事発注件数※

（予定）

総合評価
実施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ Ａ Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ
福井県 137件 2213件 6.2% 150件 138件 2200件 6.3%
滋賀県 66件 1079件 6.1% 200件 190件 1000件 19.0%
京都府 52件 1564件 3.3% 100件 155件 1600件 9.7%
大阪府 171件 1701件 10.1% 147件 144件 1700件 8.5%
兵庫県 114件 2021件 5.6% 200件 186件 2000件 9.3%
奈良県 179件 1069件 16.7% 237件 213件 1100件 19.4%
和歌山県 284件 1704件 16.7% 400件 378件 1700件 22.2%

府県小計 1003件 11351件 8.8% 1434件 1404件 11300件 12.4%
京都市 20件 538件 3.7% 40件 52件 517件 10.1%
大阪市 8件 1052件 0.8% 8件 8件 1055件 0.8%
堺市 11件 461件 2.4% 22件 22件 450件 4.9%
神戸市 16件 1080件 1.5% 20件 10件 860件 1.2%

政令市小計 55件 3131件 1.8% 90件 92件 2882件 3.2%

近 畿 計 1058件 14482件 7.3% 1524件 1496件 14182件 10.5%

※１　工事発注件数とは、「予定価格２５０万円以上」のものとする

府県別総合評価方式実施状況（近畿）

近畿

地域別

都道府県名地整
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近畿７府県・４政令市における総合評価方式導入状況
Ｈ２１．１２月末現在（各自治体報告データとりまとめ：近畿地方整備局）

◇平成２１年度の近畿地方の市町村（７府県計：２２２市町村）における総合評価導入率は平成２１年
１２月末時点で６８％（１５１市町村）で、全国平均の５１％（平成２０年度）を大きく上回っている。
◇特徴としては、地方部の導入率が高く、都市部の導入率が低い傾向にある。

■ 近畿管内自治体の総合評価方式の導入状況

２．自治体の総合評価方式導入状況

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
区 市 町 村 数

（ Ｂ ） ※

区市町 村総合評価

導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
区 市 町 村 数

（ Ｂ ） ※

区市町村総合評価

導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ ）

都 道 府 県 内
区 市 町 村 数
（ Ａ ）

うち総合評価
導 入
区 市 町 村 数

（ Ｂ ） ※

区市町村総合評価

導 入 割 合
（ Ｃ ＝ Ｂ ／ Ａ）

福 井 県 17 14 82% 17 16 94% 17 16 94%
滋 賀 県 26 21 81% 26 22 85% 26 22 85%
京 都 府 26 5 19% 26 7 27% 26 7 27%
大 阪 府 43 6 14% 43 11 26% 43 12 28%
兵 庫 県 41 20 49% 41 27 66% 41 29 71%
奈 良 県 39 14 36% 39 30 77% 39 35 90%
和 歌 山 県 30 30 100% 30 30 100% 30 30 100%

近 畿 管 内 222 110 50% 222 143 64% 222 151 68%

1816 535 29% 1805 925 51%

※過年度導入市町村含む

政令市・市町村における総合評価方式の導入状況

平成２１年度実施済み(12月末時点)平成２０年度

全国合計

平成１９年度

地整
都道府
県名

近畿
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■ 近畿管内＜府県＞の状況 Ｈ２１．１２末時点

３．府県・政令市における入札契約制度の状況

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

福井県 検討中 ２億円超
新公契連モデル(H21.4
公契連モデル)

左記以外 調査基準価格と同様 事後 事後 事後

滋賀県 ＷＴＯ対象工事で導入
１億円以上（土木一
式、建築一式）

非公表 左記以外 非公表
７／１より一部事後へ
移行

非公表 非公表

京都府 今後検討 １億円以上

H21.12末まで、旧公契
連モデル
（H22.1.4より、新公契連
モデル）

左記以外 調査基準価格と同様 事前 事後 事後

大阪府 今後検討
土木一式1.8億円以上
建築一式3.5億円以上

旧々公契連モデル 左記以外 調査基準価格と同様
12/1より一部案件で
事後公表を試行

12/1より一部案件で事
後公表を試行

12/1より一部案件
で事後公表を試行

兵庫県 WTO対象工事で導入 ５億円以上
旧公契連モデル（H20.6
公契連モデル）

左記以外 調査基準価格と同様 事後 事後 事後

奈良県
・WTO対象工事で導入
・７億円以上の工事
（H22.4～）で導入予定

５千万円以上 新公契連モデル 左記以外 調査基準価格と同様 事前 事前 事前

和歌山県
他発注者の動向をふま
え検討

１億円以上 新公契連モデル 左記以外

※H21.12.1公告分の建
設工事から適用。
（直接工事費×1.0＋共
通仮設費×0.9＋現場
管理費×0.7＋一般管
理費×0.3）×1.05

事後
【１億円未満事前】

事後 事後

※太枠は、更新箇所

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

都道府県名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策
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■ 近畿管内＜政令市＞の状況

３．府県・政令市における入札契約制度の状況

Ｈ２１．１２末時点

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式 予定価格 調査基準価格 最低制限価格

京都市
４億円以上の市議会
案件

５千万円超 公契連モデル ５千万円以下 調査基準価格と同じ 事前 事前 事前

大阪市 検討中 １億円以上 旧公契連モデル 1億円未満 調査基準価格と同じ 事前 事後 事後

堺市 導入予定なし ６千万円以上 旧公契連モデル
２５０万円超６千万円
未満

（直接工事費×0.95＋
共通仮設費×0.9＋現
場管理費×0.6＋一般
管理費×0.3）-α1
 ただし、下限は予定価
格の75%、上限は予定
価格の85%－α2
　(α1、α2＝0円～
50,000円の範囲内で無
作為に抽出した金額)

事前 事後 事後

神戸市 研究中

予定価格５億円以上ｏ
ｒ総合評価適用案件
（総合評価は調査失格
基準価格を設定）

※Ｈ22.1．1～変更

旧公契連モデル
予定価格５億円未満

※Ｈ22.1．1～変更
調査基準価格と同じ

事前
（ＷＴＯ案件は事後）

事後 事後

※太枠は、更新箇所

公表（事前or事後）
低入札調査 最低制限価格

都道府県名
入札ボンド実施状況
（今後の導入見通し）

低入札対策



6
３．府県・政令市における入札契約制度の状況

◆新聞記事

6月３０日 産経新聞（滋賀県より提供）

１２月２２日 （京都府より提供）
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３．府県・政令市における入札契約制度の状況

◆新聞記事
7月17日 建通新聞（大阪府より提供）
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■ 各機関における総合評価導入状況

４．各機関における総合評価方式導入状況

平成21年度

総合評価方

式実施件数

平成21年度

工事発注件

数

総合評価実

施率

Ａ Ｂ Ａ／Ｂ

機関名
公共工事の入札方式

  （平成22年4月1日現在）

平成21年度総合評価落札方式

の導入状況

平成22年度総合評価落

札方式の実施目標
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■ 各機関における入札契約制度の状況

５．各機関における入札契約制度の状況

 

対象工事
調査基準価格

算定式
対象工事 算定式

最低制限価格

予定価格 調査基準価格 最低制限価格
機関名

入札ボンド実施状

況（今後の導入見

通し）

公表（事前or事後）低入札対策

低入札調査
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６．近畿地整管内研修への受け入れ状況

◆管内研修への自治体等受け入れ状況
平成２１年度の管内研修２２コース（技術調査課担当）のうち、１４コースについて受け入れを実施し、

１７機関より４０名が参加。
 　　外部研修生受け入れ状況

1 1 2

1 1

1 1 1 1 1 1 6

1 2 3

1 1 1 3

1 1

1 1 1 1 4

1 1 1 1 1 1 1 7

1 1

1 1 1 3

1 1 1 1 4

1 1 2

1 1

1 1 2

4 1 1 2 2 8 4 3 4 2 2 1 1 1 1 1 2 40

施工監督

　　　　　　機関名

研修名

河川管理

新工法・新技術

コミュニケーション

京

都

府

大

阪

府

福

井

市

福

井

県

滋

賀

県

奈

良

県

大

津

市

神

戸

市

兵

庫

県

阪

神

高

速

合

　
計

河川技術（上級）

建築技術（建築技術）

検査技術

橋梁技術

広域計画

道路管理

電気通信技術（電気）

向

日

市

良好な景観形成

合　計（１４コース）

明

石

市

水

資

源

機

構

地域づくり

ダム・砂防

和

歌

山

県

大

阪

市

堺

市

京

都

市

◆品質確保に関する研修内容
①施工監督研修

・品確法と入札契約制度
・近畿地整における公共工事の品質

確保等に係る取組み強化対策
②検査技術研修

・品確法と入札契約制度
・ダンピング対策
・総合評価方式におけるオーバー

スペック対策
③電気通信技術（電気）研修

・品確法と入札契約制度
④新工法・新技術研修

・品確法と入札契約制度

①
②

③
④



平成２２年２月８日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会第３回幹事会資料

近畿地方整備局

参考資料 １

近畿地方整備局における総合評価方式の
実施状況について

１．平成２１年度総合評価落札方式実施結果
２．施工体制の実施と落札率の変化
３．低入札及び不調・不落の発生状況
４．総合評価の新たな取り組みの試行状況
５．総合評価方式の改善の方向性
６．業務における品質確保の取り組み



１．平成２１年度総合評価落札方式実施結果
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Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ H２０ H２1

総合評価件数 82 97 55 123 693 1,235 1,368 769

総合評価金額
（百万円） 56,700 100,200 68,300 82,300 151,600 235,896 276,956 97,694

総合評価実施率
（金額ベース、％）

26.4 31.8 30.7 41.5 88.8 99.6 99.9 99.9

※随意契約除く
※ H21.10.31時点

平成２１年度総合評価落札方式実施結果

◆ 平成１４年度～平成２１年度 総合評価実施状況
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※ H21.10.31時点

平成２1年度総合評価方式別落札者の加算点と価格について

25.6%

33.6%

46.0%

15.4%

29.6%

39.3%

59.0%

36.8%

14.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

標準型Ⅰ型 標準型Ⅱ型 簡易型

価格＝品質

価格＞品質

価格＜品質

◆ 平成２１年度 総合評価落札方式タイプ別落札者の
品質（加算点）と価格について

平成２１年度総合評価落札方式実施結果
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加算点１位の業者が落札した割合

39.0%
44.3%

71.4%
66.7%

17.1%

54.8%

64.4%

33.0%

50.9%

57.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２1

標準型Ⅰ型

標準型Ⅱ型、簡易型

◆ 平成２１年度 総合評価落札方式における加算点１位の落札割合

※１社応札及び予定価格内１社を除く

※ H21.10.31時点

平成２１年度総合評価落札方式実施結果
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≪ 余 白 ≫
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全国

近畿

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

12.8%

25.5%
51.1%

10.6%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

35.8% 36.5%

19.5%

8.2%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

24.5%
35.0%

26.6%

13 .8%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

平成１９年度 平成２０年度

平成１８年度

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

25.1%

39.1%

22.3%

13.5%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

25.6%

20.3%42 .5%

11 .6%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

23.9%

38.3%

24.6%

13.1%
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

平成１９年度 平成２０年度

平成１８年度

：最高得点者
：最高得点者以外

※１ 平成２１年４月１日から１０月３１日の間に契約締結した工事が対象
※２ 全国との比較のため、主要４工種（一般土木、ＡＳ舗装、ＰＣ、鋼橋上部工）としている
※３ 全国との比較のため、平成２０年度は（標準型Ⅰ型＋標準型Ⅱ型）を標準型としている
※４ １者応札、予定価格内応札者１者は除く

◆ 総合評価落札方式（標準型）における落札割合（全国比較）

平成２１年度総合評価落札方式実施結果
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最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

18.5%

39.3%

20.8% 21.3%
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60.0%

70.0%
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の

割

合

近畿 平成２１年度 ：最高得点者
：最高得点者以外

平成２０年度に比べ、「最高
得点者－最低価格者以外」
の割合が高くなり、全国の
データと同じような傾向とな
っている。

※１ 平成２１年４月１日から１０月３１日の間に契約締結した工事が対象
※２ 全国との比較のため、主要４工種（一般土木、ＡＳ舗装、ＰＣ、鋼橋上部工）としている
※３ 全国との比較のため、（標準型Ⅰ型＋標準型Ⅱ型）を標準型としている
※４ １者応札、予定価格内応札者１者は除く

◆ 平成２１年度総合評価落札方式（標準型）における落札割合

平成２１年度総合評価落札方式実施結果



8

※１ 平成２１年４月１日から１０月３１日の間に契約締結した工事が対象
※２ 全国との比較のため、主要４工種（一般土木、ＡＳ舗装、ＰＣ、鋼橋上部工）としている
※３ 全国との比較のため、平成１９年度は（簡易型Ⅰ型＋Ⅱ型＋Ⅲ型）を簡易型としている
※４ １者応札、予定価格内応札者１者は除く

近畿

全国

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

16.0%

10.3%

62.9%

10.8%
0.0%
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の
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合

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

23.9%
23.2%

38.2%

14.7%

0.0%
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50.0%

60.0%

70.0%

落
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の
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最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

26.2%
24.6%45.9%

3.3%
0.0%
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50.0%

60.0%
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合

平成１９年度 平成２０年度平成１８年度

：最高得点者
：最高得点者以外

最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

31.9%

14.5%

46.3%

7.4%0.0%
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23.5% 28.2%
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15.7%
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60.0%
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最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

30.2%

23.9%

35.2%

10.7%
0.0%
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40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落
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平成１９年度 平成２０年度平成１８年度

平成２１年度総合評価落札方式実施結果

◆ 総合評価落札方式（簡易型）における落札割合（全国比較）
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最低価格者
最低価格者以外

最高得点者以外

最高得点者

35.7%

25.0%

32.1%

7.1%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

落

札

者

の

割

合

平成２１年度 ：最高得点者
：最高得点者以外

※１ 平成２１年４月１日から１０月３１日の間に契約締結した工事が対象
※２ 全国との比較のため、主要４工種（一般土木、ＡＳ舗装、ＰＣ、鋼橋上部工）としている
※３ １者応札、予定価格内応札者１者は除く

平成２０年度に比べ、「最高
得点者以外－最低価格者」
の割合が下がっている。
平成２１年度から施工体制
確認型の対象金額を下げた
影響が出ているものと考えら
れる。

平成２１年度総合評価落札方式実施結果

◆ 平成２１年度総合評価落札方式（簡易型）における落札割合

近畿



２．施工体制の実施と落札率の変化
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平成２１年度から施工体制確認型の適用を発注予定額１億円以上から６千万円以上に引き下げた。その結果、
平成２０年度に比べ新たに適用された範囲では応札率（平均）で２．７％、落札率（平均）で２．１％高くなり、調査
基準価格を下回る価格での応札が減少している。

【平成２０年度】

＜発注予定額６千万円未満＞

＜発注予定額６千万円以上１億円未満＞

＜発注予定額１億円以上＞
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【平成２１年度】

応札者平成 87.0%
落札者平均 88.1%
調査基準価格／予定価格平均

77.5%

応札者平成 86.7%
落札者平均 86.3%
調査基準価格／予定価格平均

81.7%

応札者平成 88.6%
落札者平均 88.9%
調査基準価格／予定価格平均

82.6%

応札者平成 89.1%
落札者平均 88.6%
調査基準価格／予定価格平均

83.8%

応札者平成 87.0%
落札者平均 88.2%

応札者平成 89.7%
落札者平均 90.3%

※応札者平均は予定価格超過を除いた値

施工体制確認型の実施と落札率の変化



３．低入札及び不調・不落の発生状況
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○ 近畿地整の低入札の現状

平成18年度から平成21年度（H21.10.31まで）までの発注件数に占める低入札の状況

（H21.10.31現在）

※平成21年度の1．0億円未満の件数は、上段に6000万円以上1．0億円未満、下段に6000万円未満の件数を表記

全体
件数

全体
件数

全体
件数

全体
件数

7．2億円以上 15 54% 28 1 3% 39 3 4% 73 0 0% 18

3．0億円以上7．2億円未満 12 46% 26 3 5% 55 0 0% 61 0 0% 17

2．0億円以上3．0億円未満 28 20% 139 0 0% 155 7 4% 169 0 0% 73

1．0億円以上2．0億円未満 45 21% 215 5 2% 228 3 1% 282 3 2% 176

157 18% 891 90 12% 774 116 15% 751 5 4% 125

71 21% 342

計 257 20% 1299 99 8% 1251 129 10% 1336 79 11% 751

低入
件数

低入
件数

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度

1．0億円未満

　　　　　　　　　　　　　　年度

　予定価格
低入
件数

低入
件数

平成21年度工事の低入札の状況
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平成２１年度上半期における不調・不落件数は全体で９６件発生している。

※ 工種は、不調・不落の発生工種について抜粋記載

不落 ： 応札価格と予定価格が合わなかった工事

不調 ： 応募が無い、入札辞退等により開札に至らなかった工事

（H21.9.30時点）

件数 発生率 件数 発生率

一般土木 5 3.4% 15 10.3% 146 13.7%

AS舗装 1 3.4% 3 10.3% 29 13.8%

鋼橋上部 0 0.0% 6 50.0% 12 50.0%

建築 0 0.0% 1 3.0% 33 3.0%

電気設備 1 7.1% 0 0.0% 14 7.1%

暖冷房衛生設備 0 0.0% 3 50.0% 6 50.0%

PC 1 10.0% 0 0.0% 10 10.0%

法面処理 0 0.0% 1 10.0% 10 10.0%

塗装 0 0.0% 2 15.4% 13 15.4%

維持修繕 10 4.4% 28 12.4% 226 16.8%

機械設備 2 5.9% 3 8.8% 34 14.7%

通信設備 2 4.2% 12 25.0% 48 29.2%

計 22 3.8% 74 12.7% 581 16.5%

不調・不落の
発生率

工事種別
不落件数 不調件数

発注件数

平成21年度工事の不調・不落の状況



４．総合評価の新たな取り組みの試行について
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地元企業活用審査型総合評価方式の試行

【概 要】

（１）対象工事（ＷＴＯ対象工事除く）
一般土木Ａ、Ｂランク業者は、全国的に活動してい
る者が多く、実態としてほとんどの場合下請けを使っ
て工事を施工しているので、一般土木Ａ、Ｂランク工
事を対象として試行する。
なお、専門工事が主となる工事については対象とし
ない。

（２）評価項目
地元企業（施工府県に本店を有する企業）活用評価
項目として下記を設定。
①地元企業活用比率
②地元一次下請け企業の工事成績
なお、評価の対象とする下請け企業は、１次下請
業者とする。ただし、 元請けが施工府県に本店を有
する場合は、元請けの施工比率も評価対象とする。

③施工体制（施工体制確保の確実性、品質確保の実効性）

④技術提案または施工計画
⑤企業の施工能力等

（３）配点割合
下記を標準とする（標準型総合評価方式の場合）。

（４）地元企業評価項目の評価方法
１）提出を求める資料
・地元企業活用比率（一次下請け比率の合計）
・地元一次下請け企業の工事成績

◆公共事業のうち、特に大規模工事については、大手ゼネコンが受注し、その下請業者として過去か
ら取引のある会社を使用することが多くみられるが、災害対応、維持管理などを担うのは、地場の優
良企業であり、また、地方の基幹産業として建設業を活性化させていく必要がある。そこで、地元企
業の健全な育成、地域の景気浮揚につなげることを目的とし、地元企業の下請け比率、下請けの企
業実績を求めて評価する「地元企業活用審査型総合評価方式」を試行する。

標準点 １００点

（施工体制以外で最低限の要求要件を満
たした場合に付与）

施工体制

評価点

３０点 地元企業

最大１０点

加算点 最大６０点

地元企業活用審査型総合評価方式について

技術提案 企業の
施工能力等

２４点 １６点
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（５）評価項目及び加算点の標準事例

（標準型Ⅰ型 試行例）

※ 国土交通省の実績が有る場合は、過去２年間の平均点を評価。

（６）その他
地元一次下請企業は施工府県に本店を有し、建設業法に基づく
当該工種での建設業許可を受けている企業を対象とする。

【試行実績】
現在までに１０件試行

平成２０年度 一般土木 ３件

平成２１年度 一般土木 ７件

２）評価方法

①地元企業活用比率
県内に本店を置く建設業の許可を有する企業で、
本工事にて一次下請けとして建設工事の契約を
予定する企業の会社名・予定する下請け比率等を
提出し、その地元一次下請け比率の合計が入札
金額に対して１０％以上２５％未満に１点、２５％
以上４０％未満の場合に３点、４０％以上の場合に
５点加算する。
なお、下請け企業が未定・未提出の場合は、加
点しない。

②地元一次下請け企業の工事成績
県内に本店を置く建設業の許可を有する企業に
おいて、本工事にて一次下請けとして建設工事の
契約を予定する企業のうち、予定する下請け比率
が入札金額に対して１０％以上の企業全てについ
て、元請けとして国土交通省又は府県の実績を有
している場合に評価し、最大５点加算する。
なお、下請け企業が未定・未提出の場合は、加
点しない。

国土交通省の実績が無い場合は、府県発注工事の前年度平均点を評価。

評価項目 加算点

地元企業下請比率 ５

一時下請企業の工事成績評定※ ５

技術提案 ２４

企業の
施工能力等

１６

品質確保の実効性 １５

施工体制の確実性 １５

８０合　　　　　　　　計

評価の視点

加算点
（最大５０点）

地元企業
評価点

（最大１０点）

施工体制評価点
（３０点）

地元企業活用審査型総合評価方式について
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≪ 地元企業活用審査型総合評価方式の試行実施状況 ≫

※平成２２年１月現在、５件試行工事として手続中
※和歌山県・兵庫県・福井県・奈良県・京都府・三重県の各府県で実施

地元企業活用審査型総合評価方式について

年度 公告日 件名 工種 入札日 総合評価 地元地域 手続き状況

Ｈ２０
平成２０年
１０月２９日

近畿自動車道紀勢線田野井地区工事用道路工事 一般土木Ｂ
平成２１年
　１月２６日

標準型Ⅱ型 和歌山県 契約済

平成２０年
１１月　５日

紀北東道路弁天谷川橋下部外工事 一般土木Ｂ
平成２１年
　２月１６日

標準型Ⅰ型 和歌山県 契約済

平成２０年
１１月１４日

中郷地区築堤他工事 一般土木Ｂ
平成２１年
　２月１７日

標準型Ⅰ型 兵庫県 契約済

Ｈ２１
平成２１年
　５月１９日

六十谷合口取水口建設（その２）工事 一般土木Ｂ
平成２１年
　７月２１日

標準型Ⅰ型 和歌山県 契約済

平成２１年
　８月１１日

下市地区下流部低水護岸工事 一般土木Ｂ
平成２１年
　９月２４日

標準型Ⅱ型 福井県 契約済

平成２１年
１１月１３日

岩井地区土砂受入地調整池整備工事 一般土木Ｂ
平成２２年
　２月１０日

標準型Ⅰ型 兵庫県 手続中

平成２１年
１１月１７日

大和御所道路居伝高架橋下部工事 一般土木Ｂ
平成２２年
　２月１２日

標準型Ⅰ型 奈良県 手続中

平成２１年
１１月２７日

矢渕地区高潮堤整備その６工事
一般土木
Ｂ又はＣ

平成２２年
　２月１５日

標準型Ⅱ型
和歌山県
三重県

手続中

平成２１年
１２月１１日

中角地区中流部低水護岸工事 一般土木Ｂ
平成２２年
　２月　９日

標準型Ⅰ型 福井県 手続中

平成２１年
１２月１１日

中山地区築堤護岸工事 一般土木Ｂ
平成２２年
　２月１２日

標準型Ⅱ型 京都府 手続中
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【 評価の方法 】

■ 評価の前提 → 評価後に現地で確認できること
■ ＣＯ２をダイレクトに評価 → 評価のツールとして建設機械を評価
■ 定量的なものについて評価 → ＮＯｘ、ＰＭ等

【 ＣＯ２評価の実施と課題 】

今般の地球温暖化対策として、ＣＯ２排出削減が社会的な重要性が高まってきたため、
近畿地方整備局において総合評価項目としてＣＯ２排出削減の工夫を評価対象とし、
取り組んできたが、評価のレベル、確認方法についてどうするのかという課題が浮か
び上がってきた。

◆◆◆ 建設機械による環境対策全般を評価する ◆◆◆

ＣＯ２削減の取り組みに関する総合評価

１）ＣＯ２削減の評価について
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●最新の排出ガス規制適合建設機械使用による大気環境対策を評価

第３次排出ガス対策型建設機械の使用指定をH18より開始（従来対策型の使用も可）
NOｘ、PM等の排出を低減し大気環境改善に寄与

（排出総量のうち建設機械はNOｘで20%、PMで10%程度を占めている）
↓

第３次排出ｶﾞｽ対策型建設機械の使用を評価することにより、
環境によりやさしい建設機械の普及を推進する。

●低燃費によりCO2削減効果のある建設機械の使用を定量的に評価

主要な建設機械について、従前機種に比べて低燃費である
建設機械の使用を評価する。

・省エネ機構の搭載が明らかなバックホウの使用を評価する。

・カタログ等に低燃費であることが記載されている機械を評価する。

例）バックホウ。ブルドーザ。ホイルローダ、クレーン車。発々。ﾛーラ等

２）ＣＯ２削減の評価方法

ＣＯ２削減の取り組みに関する総合評価
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■ＣＯ２削減に資する評価方針
・主たる工種における主要建設機械を使用すれば加点評価することとし、

提案時は使用可否の選択のみ求める

・項目は、工事規模等によって①または②を選択

①大気環境対策＋ＣＯ２排出量削減

②大気環境のみ

小項目詳細 評価の着目点 評価の基準

主たる工種の主要建設
機械に関する大気環境
対策の工夫

１．本工事の主たる工種について、オフロード
　　法または第三次排出ガス規制に適合した
　　建設機械（吊上げ等）の使用

評価の着目点について提案すること。
評価については、主たる工種の主要建設機械
の使用可否によって２段階で評価する。

ＣＯ２削減の取り組みに関する総合評価
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評価した主な建設機械 評価した主な建設機械

トンネル 5 111 101 (91.0%)

・バックホウ・ホイールローダ
・ブルドーザ・ブレーカ・エレクター付
吹付機・振動ローラ・ドリルジャンボ 95 (85.6%)

・バックホウ・コンクリートポンプ
・ホイールローダﾞタイヤローラ・・ず
り積込機

ＰＣ 12 141 60 (42.6%)

・ラフタークレーン・ホイールクレー
ン・ブルドーザ
・トラッククレーン・クローラクレーン 14 (9.9%)

・コンクリートポンプ・ラフタークレー
ン・クライミングクレーン

維持修繕 1 4 0 (0.0%) － 0 (0.0%) －

鋼橋 7 116 35 (30.2%)

・ラフタークレーン・クローラクレー
ン・ブルドーザ

11 (9.5%)

・ラフタークレーン・バックホウ
・ホイールクレーン・クローラクレーン

築堤護岸 1 6 4 (66.7%)

・バックホウ・自走式土質改良機

3 (50.0%)

・バックホウ

改良 2 50 40 (80.0%)

・バックホウ・ブルドーザ
・振動ローラ・タイヤローラ・ラフター
クレーン・地盤改良機 36 (72.0%)

・バックホウ・ディーゼルエンジン溶
接機
・ブルドーザ

異工種
（橋梁上下部）

2 22 20 (90.9%)

・クローラクレーン・ブルドーザ
・バックホウ・振動ローラ・ラフターク
レーン 12 (54.5%)

・バックホウ

評価者数 評価者数
工種

提案
者数

工事
件数

大気環境対策 ＣＯ２削減対策

４）今年度に実施した工種別件数と評価した建設機械一覧

ＣＯ２削減の取り組みに関する総合評価

（平成２１年１２月時点）



23

○平成９年から民間（専門工事業団体）の資格制度として整備開始

（制度運用団体：21職種28団体、有資格者：19,337名 (H21.9.30現在)）

○平成２０年４月１日建設業法施行規則改正

登録基幹技能者 ： 大臣登録を受けた機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者

☆登録基幹技能者は、経営事項審査において加点評価（３点）

○登録基幹技能者講習実施機関：23職種30団体(H21.9.30現在)

○登録基幹技能者数15,086名（H21.9.30現在)

基幹技能者制度

基幹技能者とは

○現場施工における十分な経験

○上級の職長として技術者及び他の職長との調整能力

○一般の技能者に対する施工管理・指導能力

上記に優れ、建設生産現場において要となる技能者

現場の品質確保向上に向けた改善

◆◆◆ 現場従事技能者の評価 ◆◆◆

・施工現場の生産性向上 ・建設生産物の品質確保

上記を目的に基幹技能者を評価
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○品質、コスト、安全面で質の高い施工を確保するためには、施工現場に

従事する技能労働者の中核をなす職長等の果たす役割が重要。

○職長等を中心とした技能労働者の中から、
①施工方法等の提案・調整

②適切な人員配置、作業方法、手順 等の構成

③一般の技能者の施工に係る指示、指導

④前工程・後工程の連絡調整

を行うことのできる者を「基幹技能者」

として位置づけ、その確保・育成・活用

を促進することにより、施工現場の

生産性の向上・建設生産物の品質の

確保を図る。

基幹技能者の意義・役割

基幹技能者

技術者

他の職長等他の職長等

一般の技能者等 一般の技能者等一般の技能者等

現場の品質確保向上に向けた改善
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◆総合評価方式等導入支援事業の拡充（平成２１年度）

基幹技能者の配置を評価項目として位置付け、当該基幹技能者の

活用効果を検証する地方公共団体に対して支援を実施。

基幹技能者の活用や基幹技能者及び基幹技能者を確保・育成する企業が

評価される環境整備に向けた取組を実施。

※直轄工事においては、専門工事審査型総合評価落札方式で試行を検討中。

＜試行事例＞

○中部地方整備局→現場作業品質確保の確実性を評価

＊評価項目 ： 「現場従事技術者の技術力」

＊選定の着目点 ： 「登録基幹技能者有資格者の配置」

※長崎県では、２１年度より基幹技能者の活用を本格的に導入済み。

◇◇国土交通省の取組◇◇



26現場の品質確保向上に向けた改善

◆総合評価方式の標準Ⅰ型（ＷＴＯ除く）で試行

＜標準Ⅰ型＞

評価項目 ： 現場従事技能者の能力（企業の施工能力等に追加）

評価基準 ： 基幹技能者の有資格者を評価

配 点 ： 登録基幹技能者 １点、基幹技能者 ０．５点→最大２点

◆評価の考え方

案１．発注者が予め配置を求める工種を限定し、対象基幹技能者を明示

案２．競争参加者が配置する工種を任意で選択

※当面は１名でも配置すれば加点、複数配置は累積するが最大加点は２点

◇◇近畿地方整備局の取組み◇◇

◆評価の考え方

※１工種１名でも配置すれば加点、複数配置は累積するが最大加点は２点

ただし、同一工種で複数名提案の場合は、１名のみ高位で評価する。

※下請企業（専門工事業者）と「直接的かつ恒常的な雇用関係」を条件。
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【工事実施段階での取扱い】
◆施工計画書提出時

・基幹技能者の資格から１種類１名以上

選択し、施工計画書に反映

・基幹技能者を配置する作業内容と従事

期間（予定）を明記

・施工途中の変更は可能

◆施工計画書記載項目

・選択した資格名称

・基幹技能者の氏名、認定番号、認定証写し

・基幹技能者の所属企業名

・基幹技能者を配置する作業内容、施工範囲

・基幹技能者を配置する期間

◆履行確認

・施工計画書、作業手順書等へのサイン・押印

・基幹技能者名による指示書等の確認

・監督職員による行為の現場確認

・安全日誌・日報等による従事の確認

◆基幹技能者活用事例＜長崎県＞

現場の品質確保向上に向けた改善
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H20.12.5日刊建設工業新聞 H21.4.23日刊建設工業新聞

現場の品質確保向上に向けた改善



５．総合評価方式の改善の方向性
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◆総合評価方式の課題【工事】

・透明性・公平性の確保

・手続き負担の簡素化

上記課題を踏まえ改善の検討。



31

＊評価項目の改善＆手続き期間の短縮

＊技術評価に関する更なる透明性・公平性の確保

◇透明性・公平性の確保

◇手続き事務負担の簡素化

○技術評価結果の競争参加者へ提供する情報量の充実

○技術評価方法への改善

○技術評価結果に対する説明責任

○評価項目を絞り込むことで受発注者双方の負担を軽減

○手続き期間の短縮化による配置予定技術者の拘束期間を緩和

○技術提案書作成に必要な情報提供の充実

総合評価方式の改善の方向性



６．業務における品質確保の取り組み
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○経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素も考慮
し価格及び品質が総合的に優れた内容の者と契約

○価格評価点と技術評価点の比率
必要とする技術力、知識、経験に応じ、
価格評価：技術評価＝１：３、１：２、１：１の３種類から
適宜定める。

落札者の決定（総合評価）方法＝価格評価点＋技術評価点

調査設計業務における総合評価落札方式の導入状況
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○業務名：国道○号△ランプ橋橋梁詳細設計業務

ランプ

本 線

業務箇所

○業務概要：橋梁詳細設計 ２橋
橋長：約30m (本線) 、約40m (ﾗﾝﾌﾟ)
上部工・・・単純ＰＣコンポ桁橋、下部工・・・逆Ｔ式橋台

○技術提案テーマとして設定する内容
・周辺自然環境の保全を配慮した設計
・コスト縮減と工期短縮を検討

○価格評価点：技術評価点＝１：３
○評価値 ＝ 価格評価点＋技術評価点
○技術点と価格点の配分 ＝ (価格点20点：技術点60点）

○価格点＝ ２０点×（１ー入札価格／予定価格）

○技術点 ６０点満点
［業務計画］ ・業務の実施方針や提案内容 40点
［予定管理技術者］ ・技術者資格 4点

・同種及び類似業務の実績 6点
・業務成績 4点
・業務表彰 2点
・専任制（手持ち業務の金額及び件数） 4点

調査設計業務における総合評価落札方式の導入状況

【イメージ】



35

入 札 結 果

第 二 阪 和 国 道 淡 輪 ラ ン プ 橋 橋 梁 詳 細 設 計 業 務 　 評 価 点 状 況

4 8

3 8 4 0 4 1
3 5 3 5 3 3

1 9
2 52 8

2 . 2

3 . 5
4 . 1

2 . 0

4 . 05 . 7
2 . 0 0 . 54 . 1

5 . 8

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

評 価 点
価 格 点

技 術 点

22,450 （千円）

ＮＯ 入札価格（千円） 価格点 技術点 順位

1 5.835 48 1

2 4.053 38 2

3 2.004 40 3

4 0.490 41 4

5 5.746 35 5

6 3.964 35 6

7 2.040 33 7

8 4.053 28 8

9 3.519 25 9

10 2.183 19 10

東京コンサルタンツ㈱

㈱いであ

協和設計㈱

三井共同建設コンサルタント㈱

32.053

28.519

21.183

38.964

35.040

㈱長大

41.490

40.746

評価値

53.835

42.053

42.00420,200

21,900

18,000

20,160

17,900

18,500

20,000

コンサル名

予定価格

16,000㈱東京建設コンサルタント

㈱綜合技術コンサルタント

大日コンサルタント㈱

㈱オリエンタルコンサルタンツ

復建調査設計㈱

15,900

17,900

調査基準価格：15,210(千円)

価格評価点 技術評価点

A社
B社
C社

D社

F社

E社

H社

I社
J社

G社

【イメージ】

国道○号△ランプ橋橋梁詳細設計業務 評価状況

調査設計業務における総合評価落札方式の導入状況
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0

200

400

600

800

1,000

1,200

件数

発注件数の推移（近畿地方整備局）

価格競争 993 1,101 937 789

プロポーザル 729 873 1,081 788

随意契約 841 546 119 22

総合評価落札方式 0 3 59 352

Ｈ１８度 Ｈ１９度 Ｈ２０度
H21度

（1２月末暫定）

合計2，633件
合計2，523件 合計2，196件

合計１，９５１件

調査設計業務における総合評価落札方式の導入状況
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対策の内容

業務内容の明確化
（特記仕様書等記載内容の充実）

適正な見積もり並びに業務遂行が出来るよう業務内容の明確化を行うため、見積もり参考資料
を設計図書に添付する。特に、１式契約の項目は特記仕様書で具体の数量又は業務内容の記載
をする。（「発注者の指示による」などの記載はしない。）

見積もり採用の場合の採用歩掛の
明確化

積算基準が定められていない業務で、参考見積もりにより積算を行う場合は、参考見積もりが
異常値となる場合は、見積もり業者に対してヒアリング等を行い、見積もり条件（考え方）等
の確認を行うとともに、採用歩掛は総人工数等を設計図書の参考資料として提示する。

業務成績の評価の制限
低入札業務における業務成績評定が70点未満の場合、および、通常業務における業務評定65点
未満の場合、企業の業務実績として認めないものとする。また、業務成績評定が65点未満の業
務は技術者評価を業務実績として認めないものとする。

低入札価格調査及び業務完了後の
コスト調査の実施

基準価格を下回って入札を行った者は、低入札価格調査及び業務完了後のコスト調査を実施さ
せ90日以内に提出させる。コスト調査を提出しない、または、内容に虚偽がある場合は、業務
成績評定の減点措置を講ずる。

著しい低入札業務における詳細な
調査の実施

著しい低入札の場合は、低入札価格調査において当該業務と同等の過去の業務の業務コスト実
績などの業務執行能力に係わる追加資料を求める。

低入札業務の第三者照査の実施
成果品の品質を確保するため、低入札価格調査制度対象業務の成果品の照査については、発注
者の承諾を受けた他の有資格業者の照査を受け、成果品を提出させるものとする。
（照査を行う業務のみ対象）

低入札業務の表彰対象外
低入札価格調査対象業務は、優良業者表彰（局長・事務所長）の対象外とする。
（ただし、技術者表彰は対象外）

対策（案）

発
注
者
の
対
策
内
容

受
注
者
の
対
策
内
容

調査基準価格を下回った者に対して、当該価格で入札した理由、 積算内訳、 業務実施体制等につ

いて調査を行い、契約の相手方とするか否かを決定する。

また、業務完了の翌日から起算して90日以内に調査票を提出し、発注者は完成業務原価と官積算

の乖離、当該業務が低価格で履行可能な理由等、業務コスト構造を詳細に把握する。

適正な見積もり並びに業務内容の明確化を実施。

特に1式契約の項目は特記仕様書では具体な数量又は業務内容の記載

積算基準が定められていない業務で、参考見積により積算を実施する場合は、

採用歩掛りの総人工数を設計図書の参考資料として提示する。

対策

品質確保のための低入札対策

○ 低入札対策の取組み状況等（これまでの対策）
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目的
○管理技術者等への過度の業務量の集中を回避するとともに、低価格による受注が行われ
た業務における業務成果品の品質を確保するため。

概要
○国土交通省所管に係る建設コンサルタント業務等（港湾空港関係及び営繕工事に係るもの
を除く）における低価格受注業務がある場合の予定管理技術者等の手持ち業務量を制限
する。

○試行の対象
• 試行の対象は予定価格が１千万円を超える業務であって、競争入札方式（総合評価落札
方式も含まれる）又はプロポーザル方式で調達する業務。

内容
– 管理技術者の手持ち業務に低入業務が含まれている場合は、手持ち業務の制限量を
半減。
４億円未満かつ１０件未満の者→低入札業務がある場合は、２億円・５件未満に半減

– 業務遂行中も制限量を継続的に担保する。
– 指名競争入札も対象。

※ただし、当該業務が低入の場合や、途中で手持ち業務に低入業務が加わった場合でも、
当該業務の指定日時で定めた制限量は変更しない。

品質確保のための低入札対策

○ 品質確保のための低入札対策（新たな対策）
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手持ち業務量の制限
を継続的に担保

◆入札説明書、特記仕様
書等に記載。
業務履行中に手持ち業務
量の要件を超えないように
求める。

超えた場合には、発注者
にその旨を報告。

◆業務を継続することが
著しく不適当な場合 ・当
該技術者の交代を請求。

交代請求に応じない場合
は、業務成績評定に厳格
に反映。

指
定
日
時

（
公
告
・
技
術
提
案
書
提
出
依
頼
・
指
名
通
知
の
日
）

契約金額５００万円以
上の手持業務合計が

44億円未満億円未満 かつかつ
1010件未満の者件未満の者

どちらか一つでも超えてはな
らない

管理技術者の
手持ち業務の要件

手
持
ち
業
務
に

低
入
業
務
な
し

管理技術者の
手持ち業務の要件(制限）

手
持
ち
業
務
に

低
入
業
務
あ
り

契

約

※
た
だ
し
、
当
該
業
務
が
低
入
の
場
合
や
、
途
中
で
手
持
ち
業
務
に
低
入
業

務
が
加
わ
っ
た
場
合
で
も
、
当
該
業
務
の
指
定
日
時
で
定
め
た
制
限
量
は
変

更
し
な
い
。

試行の対象は予定価格が１千万円を超える業務であって、競争入札方式（総合評価落札方式も含ま
れる）又はプロポーザル方式で調達する業務。

契約金額５００万円以
上の手持業務合計が
２億円未満２億円未満 かつかつ
５件未満の者５件未満の者

どちらか一つでも超えてはな
らない

品質確保のための低入札対策

○ 品質確保のための低入札対策（新たな対策）
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1,000万円以下の
業務Ｂ

≪手持ち業務量の制限を掛ける対象業務≫

1,000万円超の
業務Ａ

予定管理技術者
ａ氏

手持ち業務
・1件目

（2，000万円）
・2件目

（９９０万円）
・3件目
（６00万円）

低入業務なし

1,000万円超
の業務Ｃ

港湾空港関係
及び営繕関係

予定管理技術者
ｂ氏

予定管理技術者
ｃ氏

手持ち業務
・1件目

（９００万円）
・2件目

（１，１００万円低入）
・3件目

（1、700万円）
・カウントしない業務
（４９０万円）

手持ち業務
・1件目

（３，０００万円）
・2件目

港湾又は営繕
（１，７００万円低入）

・3件目
（６００万円）

制限量が従前の１／２

品質確保のための低入札対策（新たな対策）

○ 品質確保のための低入札対策（新たな対策）

従前の制限量

試行対象外試行対象



平成２２年２月８日

国土交通省

近畿ブロック発注者協議会第３回幹事会資料

近畿地方整備局

インターネット画像を用いた入札工事説明会
の実施について

≪ 九州地方整備局の事例 ≫

参考資料 ２



インターネット画像配信を用いた入札工事説明会実施について

説明会

•希望者が
４０社以上
の場合は、
説明会の録
画画像を希
望者へ配布。

本局本局

☆ 入札説明書のダウンロード

説明会の流れ

☆ 説明会参加申請

○ 接続ＵＲＬの交付

☆○ 現説前30分接続状況確認

○ 説明（工事内容,総合評価方式）

☆ 質問（企業→本局：TEL,FAX）

○ 回答：質問事項及び回答をイ
ンターネットを通じ配信

☆：参加者 ○：本局

～終了～
質疑の内容は、議事録として
電子入札システムで公表

事
前
手
続
き

参加者参加者

説明状況

次回 平成２１年１２月２４日開催予定

配
信
画
像

開催日時：平成２１年１２月８日１３：３０～１５：００
工 事 名：苅田沖土砂処分場（中工区）地盤改良工事

工事種別：空港土木、契約方式：政府調達方式
参加会社：１７社

説明会
の状況

質問（ＦＡＸ３１件、電話１３件）

最
大
４
０
回
線
の
画
像

配
信
が
可
能

【説
明
・質
問
へ
の
回
答
】

主な内容：施工条件、積算内容に
関する事項 等

終了：15:00

開始：13:30



◆入札説明会等ライブ配信の仕組みについて

インターネットを通じて、入札説明会を実施することが可能。インターネットを通じて、入札説明会を実施することが可能。
この仕組みを活用し、事業評価委員会等へも活用可能。この仕組みを活用し、事業評価委員会等へも活用可能。

【【目的目的】】

マイク

カメラ

配信機能付き（２台所有）

最大２０同時接続可
２台で最大４０接続可能

説明時

質疑応答時

電話で質問

九州地方整備局 入札室九州地方整備局 入札室 ユーザー（各業者）ユーザー（各業者）

◆注意事項

・参加者を事前に把握し、ＵＲＬ、接続用ＩＤ・パスワードを個別に事前送付
・各社の社内ネットワーク等利用環境が異なるため、事前の接続テストが必要
・説明会会場への接続は各業者１または２に限定し、カメラ１台あたり
最大１９以下に調整が必要。

◆閲覧
・インターネットエクス
プローラで閲覧

・閲覧用プログラムの
インストールが必要

◆動作等確認状況
①インターネットエクスプローラ Ver.6,7,8

Mpeg4で配信、回線負荷が低い
34回線接続時、約10Mbit/sec (256kbps時)

②FireFox Ver3.5.5
Jpegのみで動作、回線負荷が高い
多数での視聴には向かない 最低500kbps

◆質問に際して
・会場の電話が使用中で
あることが確認できる
ため質問のタイミング
が取りやすい

説明者

質問受け付け用電話(携帯)、FAXを準備

説明者
カメラを通して
参加者全員
へ順次回答

2009.12.09 情報通信技術課

ストリーミング配信

質問受付時は消音(ミュート)

映像・音声配信

H21.12.8 入札説明会実施

◆留意事項
各社のネットワーク環境が異なるため、
視聴できない場合は、各社のシステム
管理者での対応が必要



◆ライブカメラの仕組み （入札説明会時の機器等配置状況） 2009.12.09 情報通信技術課

ビデオカメラ

カメラコントロール用ＰＣ

マイクマイク

簡易照明

接続者事前確認用PC
(動画放映)

※説明時撤去

説明者確認用モニタ

NWカメラNWカメラ

説
明
者
席

補
助
者
席

説明資料

説明者の視界

説明会実施中

配信状況確認

会場全景(説明者側)

インターネットで配信状況確認
及び、カメラコントロール

◆配信に必要な機材
・ネットワークカメラ
・マイク （NWカメラへ接続）
・カメラコントロール用PC
※インターネットが利用できるPC
・LANケーブル （敷設済）

会場全景(コントロール側)

NWカメラNWカメラ

マイクマイク

カメラコントロール用ＰＣ

確認用モニタ



◆ライブカメラの仕組み （入札説明会の事例）

☆ライブカメラ
映像・音声配信機能付き
同時接続数：２０

○配信仕様
映像サイズ：640×480
フレームレート：15fps
圧縮方式：Mpeg4
ビットレート：256kbps
対応ブラウザ：IE6以降

※詳細は以下のマニュアルを参照
型番：IPELA SNC-RZ50N

☆☆ライブカメラライブカメラ
映像・音声配信機能付き
同時接続数：２０

○配信仕様
映像サイズ：640×480
フレームレート：15fps
圧縮方式：Mpeg4
ビットレート：256kbps
対応ブラウザ：IE6以降

※詳細は以下のマニュアルを参照
型番：IPELA SNC-RZ50N

九州地方整備局 ７Ｆ 入札室九州地方整備局 ７Ｆ 入札室

視聴者(企業等)視聴者(企業等)

2009.12.09 情報通信技術課

インターネット閲覧環境
があれば視聴可

マイク

NWカメラ

説明者

直接ケーブル配線
地整内ＬＡＮは介さない

【地整作業】
①ＵＲＬ設定
②ＤＮＳ登録
③L3SWポート設定(DMZ)
④カメラ本体設定
・ID、パスワード設定

・グローバルアドレス設定
⑤会場までのLANケーブル配線

映像と音声を配信 ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
配
信

☆ブラウザで視聴
Internet Explorer

Ver.6,7,8で動作

九州地方整備局 ６Ｆ 情報通信技術課 サーバ室九州地方整備局 ６Ｆ 情報通信技術課 サーバ室

L3SW
事業者回線

最大100Mbps

F/W等
NW機器

【事業者作業】
①F/W等設定(事業者回線側)

DMZDMZ

ビデオカメラ

カメラコントロール用ＰＣ

マイク

簡易照明

接続者事前確認用PC
(動画放映)

説明者確認用モニタ

NWカメラ

説
明
者
席

補
助
者
席

説明資料

視聴画面
09.12.08
実施時の回線負荷
約１０Mbit/s



会場の
映像と音声を配信

会場の
映像と音声を配信

◆ライブカメラ+TV会議+電話会議の活用例

会議や委員会を開催する際、このようなシーンで活用が可能。会議や委員会を開催する際、このようなシーンで活用が可能。

☆☆ライブカメラライブカメラ
最大２０名同時接続可
２台で最大４０名接続可

九州地方整備局 管内九州地方整備局 管内

外部からの参加者(企業･大学等)外部からの参加者(企業･大学等)

2009.12.09 情報通信技術課

メイン会場

出張先から･･
モバイルＰＣ
＋電話で参加

電話で意見や
質問を行う

外部から電話での参加者外部から電話での参加者

インターネット環境
があれば視聴可

電話で会議内容
を聞き、意見や
質問を行うＴＶ会議システムで参加

マイク
カメラ

大型スクリーン
会場スピーカー
へ

会場の状況を
見ながら

事務所

出張所

☆☆電話会議電話会議
システムシステム

会場の状況を
見ながら

ﾓﾊﾞｲﾙPC

☆☆ＴＶ会議システムＴＶ会議システム

事務所

☆☆ 遠隔地会議で利用できる装置

映像･音声

音声

凡例

九州地方整備局 職員九州地方整備局 職員

マイク＆スピーカー

電話をテレビ
会議に接続
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１．総合評価方式の導入実態調査結果



P.1P.1

区分 対象数 回答数 回答率

国土交通省地方整備局等 10 10注1) 100.0%

地方公共
団体

都道府県 47 44注2) 93.8%

政令市 17 16注2) 94.4%

市町村 1,799 1,471 81.8%

建設会社
(社)全国建設業協会加盟企業 282 229 81.2%

(社)日本土木工業協会加盟企業 126 72 57.1%

注1)10地方整備局等の他に、工事発注を行っている事務所245から230の回答があった。
2)この他に複数回答した地方公共団体が2あった。
3)以下の分析については、国土交通省の回答総数に事務所からの回答数を含めた。また、地方
公共団体の回答総数には複数回答数を含めた。

表１ アンケート対象数と回答状況

１．総合評価方式の導入実態調査結果



P.2P.2
図１ 総合評価方式の導入効果

【1】不良工事の減少（最低限の品質の確保）

【2】一般競争入札方式の導入による公平性・透明性の担保

【3】技術力を反映した競争の促進

【4】談合等、調整行為の困難さの向上

【5】第三者審査等の活用による透明性の向上

【6】競争参加機会の拡大

【7】発注担当職員の発注者責任・説明責任の向上

【8】評価項目の設定・評価を通じた発注担当職員の技術力の向上

【9】技術提案の作成を通じた企業技術者の技術力・現場精通度等の向上

【10】新技術活用に対する意識の向上

●発現が期待されている効果●発現が認められている効果

国土交通省（事務所回答を含む） 地方公共団体 建設会社

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】不良工事減少

【2】公平性等の担保

【3】競争の促進

【4】調整行為困難さ向上

【5】第三者審査等の活用

【6】競争参加機会の拡大

【7】説明責任の向上

【8】職員の技術力向上

【9】現場精通度等の向上

【10】新技術活用

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】不良工事減少

【2】公平性等の担保

【3】競争の促進

【4】調整行為困難さ向上

【5】第三者審査等の活用

【6】競争参加機会の拡大

【7】説明責任の向上

【8】職員の技術力向上

【9】現場精通度等の向上

【10】新技術活用

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

①総合評価方式の導入効果



P.3P.3
図２ 導入に対する問題認識

【1】手続きに伴う時間・事務負担に係る事項

【2】技術提案の審査に係る事項

【3】評価結果の公表に係る事項

【4】技術提案の作成費用に係る事項

【5】施工体制確認型に係る事項（地方公共団体を除く）

【6】技術提案と予定価格に係る事項

【7】地元企業の活用に係る事項

【8】受注機会の確保に係る事項

【9】技術提案に対する監督・検査に係る事項

● ①問題認識として特に重要＋②問題認識として重要●①問題認識として特に重要

国土交通省（事務所回答を含む） 地方公共団体 建設会社

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】手続

【2】審査・評価

【3】結果の公表

【4】作成費用

【5】施工体制確認型【6】予定価格

【7】地元企業

【8】受注機会

【9】監督・検査

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】手続

【2】審査・評価

【3】結果の公表

【4】作成費用

【5】施工体制確認型【6】予定価格

【7】地元企業

【8】受注機会

【9】監督・検査

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識



P.4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】手続

【2】審査・評価

【3】結果の公表

【4】作成費用

【5】施工体制確認型【6】予定価格

【7】地元企業

【8】受注機会

【9】監督・検査

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】手続

【2】審査・評価

【3】結果の公表

【4】作成費用

【5】施工体制確認型【6】予定価格

【7】地元企業

【8】受注機会

【9】監督・検査

P.4
図３ 導入に対する問題認識

【1】手続きに伴う時間・事務負担に係る事項

【2】技術提案の審査に係る事項

【3】評価結果の公表に係る事項

【4】技術提案の作成費用に係る事項

【5】施工体制確認型に係る事項（地方公共団体を除く）

【6】技術提案と予定価格に係る事項

【7】地元企業の活用に係る事項

【8】受注機会の確保に係る事項

【9】技術提案に対する監督・検査に係る事項

全建 土工協

●①問題認識として特に重要 ●①問題認識として特に重要＋②問題認識として重要

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識
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図４ 導入に対する具体的な問題認識（国土交通省）

【１】手続きに伴う時間・事務負担に係る事項 【２】技術提案の審査・評価に係る事項

67.2%

65.6%

8.2%

8.2%

10件

10件

82件

80件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入札・契約手続きに時間がかかりすぎる

入札・契約手続きに関する事務負担が大き
い

工事発注が多いと第三者審査委員会の審議
に多大な時間が掛かってしまう

不調不落が発生したときの対応が困難な場
合がある

45.7%

27.9%

10.7%

10.0%

39件

64件

15件

14件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価結果にバラつきが生じる

適切な評価項目選定に苦慮する

提案内容の定型化により技術競争にならな
い

要求事項が競争参加者にうまく伝わらない

※図２において、「①問題認識として特に重要」を選択した回答のうち、回答率が2割を超えているものを示す。
（回答数は各グラフの下に示す）
※複数回答がある。

（回答数：122件） （回答数：140件）

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識
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図５ 導入に対する具体的な問題認識（地方公共団体）

【１】手続きに伴う時間・事務負担に係る事項 【７】地元企業の活用に係る事項

73.8%

61.7%

5.3%

14.6%

11件

30件

152件

127件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入札・契約手続きに関する事務負担が大き
い

入札・契約手続きに時間がかかりすぎる

意見聴取の手続きが煩雑

体制が確保できない

51.4%

14.9%

13.5%

9.5%

11件

38件

10件

7件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

競争性が確保されているか疑問

総合評価方式に中小零細企業はついていけな
い

地域貢献度の割合は妥当か

地元用の標準型のタイプ設定が難しい

※図２において、「①問題認識として特に重要」を選択した回答のうち、上位２つを示す。（回答数は各グラフの
下に示す）

※複数回答がある。

（回答数：206件） （回答数：74件）

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識



P.7P.7図６ 導入に対する具体的な問題認識（建設会社）（１／２）

【３】評価結果の公表に係る事項

【２】技術提案の審査・評価に係る事項【１】手続きに伴う時間・事務負担に係る事項

【４】技術提案の作成費用に係る事項

47.1%

26.5%

23.5%

16.2%

18件

32件

16件

11件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

入札・契約手続きに時間がかかり過ぎる

入札・契約手続きに関する事務負担が大きい

配属予定技術者が長期間拘束される

書類提出期間や質問期間が短すぎる

41.8%

17.2%

11.1%

12.6%

29件

33件

109件

45件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価結果にバラつきが生じる

要求事項が漠然としている

課題設定が不適切な場合がある

評価項目の配点に偏りがある

64.9%

12.8%

6.4%

5.3%

12件

61件

6件

5件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

評価結果を具体的に公表（個別通知）して欲しい

採点内容表を全面公開すべき

評価結果公表に時間が掛かり過ぎ

加点評価、欠格の事例や留意点等を示して欲しい

58.6%

34.5%

3.4%2件

34件

20件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全ての型で費用負担が発生している

提案資料作成の費用を回収する方法がない

作業期間が短いため外注費が発生している

※図２において、「①問題認識として特に重要」を選択した回答のうち、回答率が2割を超えているものを示す。
（回答数は各グラフの下に示す）
※複数回答がある。

（回答数：68件） （回答数：261件）

（回答数：94件） （回答数：58件）

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識



P.8P.8図７ 導入に対する具体的な問題認識（建設会社）（２／２）

【５】施工体制確認型に係る事項 【６】技術提案と予定価格に係る事項

【７】地元企業の活用に係る事項 【８】受注機会の確保に係る事項

39.8%

37.5%

30.7%

10.2%

33件

35件

27件

9件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

低入札でも落札できる場合がある

ペナルティが甘い・ない（強化すべき）

調査基準価格の設定が妥当か（低いのではないか）

調査に時間がかかりすぎる

70.5%

18.2%

1.1%1件

62件

16件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術提案内容が予定価格に反映されない

金額の必要な提案をしても設計変更対象とならない

コストダウンの提案をしても予定価格は変わらず低
入札基準価格も変わらない

40.5%

20.3%

2.5%

16件

32件

2件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

さらなる地元重視（評価）が必要

県外業者参入による地元企業の受注低下が発生

整備局間で考え方の格差が大きい

42.7%

17.3%

4.0%3件

32件

13件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

受注機会が特定の企業に偏っている

配置技術者の同種経験を条件とすると新規参入が
困難

手持ち工事があると加算点が不利になる

※図２において、「①問題認識として特に重要」を選択した回答のうち、回答率が2割を超えているものを示す。
（回答数は各グラフの下に示す）
※複数回答がある。

（回答数：88件） （回答数：88件）

（回答数：79件） （回答数：75件）

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識
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図８ 評価結果の情報公開

●公開（公表）していくべき事項

【1】技術評価点（全評価項目の評点の合計点数）

【2】評価項目別の評点（技術評価点の内訳点数）

【3】技術提案等の詳細な評価基準

【4】落札者の技術提案・簡易な施工計画の内容（または概要）

【5】非落札者の技術提案・簡易な施工計画の内容（または概要）

【6】欠格となった理由

【7】落札者による技術提案・簡易な施工計画の履行状況

【8】落札者の工事成績評定点

国土交通省（事務所回答を含む） 地方公共団体 建設会社

0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】技術評価点

【2】評価項目別評点

【3】評価基準

【4】落札者技術提案等

【5】非落札者技術提案等

【6】欠格理由

【7】落札者提案履行状況

【8】落札者成績評定点

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

【1】技術評価点

【2】評価項目別評点

【3】評価基準

【4】落札者技術提案等

【5】非落札者技術提案等

【6】欠格理由

【7】落札者提案履行状況

【8】落札者成績評定点

図９ 評価結果の情報公開

【1】技術評価点（全評価項目の評点の合計点数）

【2】評価項目別の評点（技術評価点の内訳点数）

【3】技術提案等の詳細な評価基準

【4】落札者の技術提案・簡易な施工計画の内容（または概要）

【5】非落札者の技術提案・簡易な施工計画の内容（または概要）

【6】欠格となった理由

【7】落札者による技術提案・簡易な施工計画の履行状況

【8】落札者の工事成績評定点

●公開（公表）していくべき事項

全建 土工協

（１） 総合評価方式の導入効果・問題認識

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②導入に対する問題認識
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図１０ 総合評価方式導入の有無

【地方公共団体区分別】【地方公共団体全体】

未定

421件
(27.5%)

導入予定

310件
(20.2%)

導入の予定

なし
132件
(8.6%)

導入済み

670件
(43.7%)

合計

1533件

45件

17件

27件

23件

229件

108件

207件

14件

0件

0件

7件

6件

95件

44件

134件

24件

0件

0件

6件

51件

47件

238件

78件

0件

0件

0件

0件

13件

84件

24件

1件

11件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令指定都市

中核市（平成6年6月地方自治法改正）

特例市（平成11年7月地方自治法改正）

上記以外の人口５万人以上の市

上記以外の人口５万人未満の市

町

村

導入済み 導入予定 未定 導入の予定なし

（２） 地方公共団体における総合評価方式の導入状況等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

①総合評価方式の導入状況
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図１１ 総合評価方式の対象工事の範囲

【地方公共団体全体】 【地方公共団体区分別】

45件

17件

27件

23件

220件

106件

199件

14件

44件

15件

22件

12件

110件

55件

82件

6件

36件

12件

16件

9件

86件

49件

61件

2件

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県

政令指定都市

中核市（平成6年6月地方自治法改正）

特例市（平成11年7月地方自治法改正）

上記以外の人口５万人以上の市

上記以外の人口５万人未満の市

町

村

土木工事 建築工事 土木・建築工事以外

土木・建築
工事以外
271件
(21.4%)

建築工事
346件
(27.3%)

土木工事
651件
(51.3%)

合計

1268件

（２） 地方公共団体における総合評価方式の導入状況等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

①総合評価方式の導入状況
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図１２ 導入している総合評価方式のタイプ

【地方公共団体区分別】【地方公共団体全体】

高度技術
提案型
47件
(4.6%)標準型

100件
(9.9%)

簡易型
304件
(30.0%)

特別簡易
型
561件
(55.4%)

合計

1012件

34件

11件

19件

17件

205件

95件

166件

14件

42件

17件

20件

14件

85件

49件

72件

5件

38件

14件

7件

18件

7件

4件

6件

15件

18件

2件

0件

8件

7件

1件

2件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

都道府県

政令指定都市

中核市（平成6年6月地方自治法改正）

特例市（平成11年7月地方自治法改正）

上記以外の人口５万人以上の市

上記以外の人口５万人未満の市

町

村

特別簡易型 簡易型 標準型 高度技術提案型

（２） 地方公共団体における総合評価方式の導入状況等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

①総合評価方式の導入状況
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図１３ 総合評価方式の適用実績

333 件

2,289 件

4,644 件

1,160 件

2,728 件

4,117 件

785 件

92 件
46 件

254 件

66 件25 件

9 件

7 件

1 件
4 件

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

特別簡易型（市町村向け） 簡易型 標準型 高度技術提案型

件

（２） 地方公共団体における総合評価方式の導入状況等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

①総合評価方式の導入状況



P.15P.15図１４ 導入困難理由

63.8%

53.5%

45.2%

34.6%

26.5%

21.0%

21.0%

20.9%

17.8%

14.1%

13.6%

13.3%

12.4%

11.6%

10.3%

7.0%

6.0%

4.3%

59.8%

51.8%

23.2%

32.8%

11.4%

3.2%

5.7%

4.4%

551件

516件

462件

447件

390件

299件

283件

229件

200件

181件

181件

180件

154件

122件

117件

115件

107件

100件

98件

89件

60件

52件

49件

38件

37件

28件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

手続に伴う事務量の増大

中小規模の工事が主であり、総合評価落札方式の導入が困難

手続の開始から契約までに時間を要する

技術提案を求めるような高度な工事がない

審査・評価体制が不十分（技術職員の不足）

総合評価落札方式導入による効果が不明

監督・検査体制が不十分（技術職員の不足）

既に導入済み自治体等における総合評価落札方式の成果検証が必要

地元企業の技術的対応が困難（技術レベルが高い企業が少ない等）

客観的な評価項目の設定が困難

大手企業参入による地元企業界への影響

客観的な評価方法の設定が困難

審査・評価結果の説明が困難

総合評価落札方式の入札手続の流れや準備すべき資料等が不明

総合評価落札方式の導入にて定めるべき事項等が不明

総合評価落札方式の評価方法が不明

総合評価落札方式の導入に必要な手続が不明

全庁的な意志決定が困難

評価に係わるデータが不足

評価方法（加算方式、除算方式等）が難しい

総合評価落札方式における予定価格作成の考え方が不明

他の既に導入している入札・契約方式（契約後VE等）の検証が必要

その他

予定価格（総合評価管理費の計上）の作成が困難

不当な低価格入札の可能性に対する懸念（品質の低下を招く恐れ等）

議会等への説明が困難

（２） 地方公共団体における総合評価方式の導入状況等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②地方公共団体における総合評価方式の普及促進について
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図１５ 希望する普及促進方法

61.2%

58.7%

58.1%

39.7%

26.4%

21.8%

60.7%

43.1%

53.7%

34.8%

26.7%

24.6%

22.7%

4.9%

23.9%

6.3%

6.7%

9.4%

3.5%

1.0%

410件

393件

389件

266件

177件

160件

146件

45件

42件

33件

524件

372件

463件

300件

230件

212件

196件

9件

81件

30件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

他の地方公共団体における取組事例等の情報提供

ガイドライン・手引き等の提供

地方公共団体の職員を対象とした講習会・研修会の開催

地元建設業者を対象とした講習会・研修会の開催

外部機関の活用や学識経験者に要する費用等の補助

工事成績評定等の国の持つデータ等の提供

学識経験者の紹介、または学識経験者として国の職員等の派遣

法令等の改正

国の運営する第三者委員会等の活用

その他

導入済み団体 未導入団体

（２） 地方公共団体における総合評価方式の導入状況等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②地方公共団体における総合評価方式の普及促進について



P.17P.17図１６ 評価項目設定

272件

272件

239件

152件

207件

89件

182件

139件

88件

271件

229件

184件

194件

152件

160件

250件

213件

128件

202件

152件

109件

64件

162件

86件

120件

169件

54件

78件

73件

108件

103件

33件

61件

133件

70件

118件

33件

42件

44件

39件

34件

41件

38件

27件

40件

29件

31件

12件

17件

15件

43件

18件

12件

14件

19件

40件

30件

50件

18件

18件

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

企業の同種・類似工事の施工実績の有無

企業の工事成績評定点（の平均点）

企業の優良工事表彰の有無

企業のイメージアップ優良工事表彰の有無

企業の安全管理優良請負者表彰の有無

当該工事の関連分野における技術開発の実績の有無

品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況（ＩＳＯの取得状況）

技能者の配置、作業拠点の有無、施工機械の保有状況等の施工体
制

手持ち工事量（過去の平均受注額に対する当該年度受注額、等）

主任（監理）技術者の保有する資格

主任（監理）技術者の施工経験の有無

主任（監理）技術者の工事成績評定点（の平均点）

主任（監理）技術者の優良工事技術者表彰の有無

主任（監理）技術者の継続教育（ＣＰＤ）の取組状況

主任（監理）技術者へのヒアリング（技術者の専門技術力、当該工事
の理解度・取組姿勢、コミュニケーション能力）

地域内における本支店、営業所の所在地の有無

近隣地域での企業の施工実績の有無

近隣地域での主任（監理）技術者の施工経験の有無

災害協定等に基づく活動実績の有無

ボランティア活動の実績の有無

○評価すべき ×評価の対象とすべきでない 選択無

〔
企
業
の
施
工
能
力
〕

〔
配
置
予
定
技
術

者
の
能
力
〕

〔
地
域
精
通
度
・

地
域
貢
献
度
〕

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

①評価すべき項目、評価の対象とすべきでない項目
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0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

【1-1】同種類似施工実績

【1-2】成績評定点

【1-3】優良工事表彰

【1-4】ｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟ表彰

【1-5】安全管理表彰【1-6】技術開発

【1-7】ＩＳＯ取得状況

【1-8】施工体制

【1-9】手持ち工事量

図１７ 評価項目の設定に関する比較（１／３）

●技術提案・簡易な施工計画以外の評価項目として評価すべき項目（企業の施工能力）

【1-1】企業の同種・類似工事の施工実績の有無

【1-2】企業の工事成績評定点（の平均点）

【1-3】企業の優良工事表彰の有無

【1-4】企業のイメージアップ優良工事表彰の有無

【1-5】企業の安全管理優良請負者表彰の有無

全建 土工協

【1-6】当該工事の関連分野における技術開発の実績の有無

【1-7】品質管理・環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの取組状況（ISOの取得状況）

【1-8】技能者の配置、作業拠点の有無、施工機械の保有状況等の施工体制

【1-9】手持ち工事量（過去の平均受注額に対する当該年度受注額、等）

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②評価項目の設定
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0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

【2-1】保有資格

【2-2】施工経験

【2-3】成績評定点

【2-4】技術者表彰

【2-5】継続教育

【2-6】ヒアリング

図１８ 評価項目の設定に関する比較（２／３）

【2-1】主任（監理）技術者の保有する資格

【2-2】主任（監理）技術者の施工経験の有無

【2-3】主任（監理）技術者の工事成績評定点（の平均点）

全建 土工協

●技術提案・簡易な施工計画以外の評価項目として評価すべき項目（配置予定技術者の能力）

【2-4】主任（監理）技術者の優良工事技術者表彰の有無

【2-5】主任（監理）技術者の継続教育（CPD)の取組状況

【2-6】主任（監理）技術者へのヒアリング（技術者の専門技術力、
当該工事の理解度・取組姿勢、コミュニケーション能力）

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②評価項目の設定
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0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

【3-1】所在地

【3-2】近隣施工実績

【3-3】近隣施工経験【3-4】災害活動実績

【3-5】ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

図１９ 評価項目の設定に関する比較（３／３）

【3-1】地域内における本支店、営業所の所在地の有無

【3-2】近隣地域での企業の施工実績の有無

【3-3】近隣地域での主任（監理）技術者の施工経験の有無

【3-4】災害協定等に基づく活動実績の有無

【3-5】ボランティア活動の実績の有無

全建 土工協

●技術提案・簡易な施工計画以外の評価項目として評価すべき項目（地域精通度・地域貢献度）

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

②評価項目の設定
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表２ 評価項目設定事例（良かった事例）：全112件

評価項目・評価基準 評価項目・評価基準として良かった理由 件数

施工計画（技術面）
技術競争の促進が図れる、豊富な施工実績と高い技術力が要
求される、他

46件

地域精通度、災害協定、所在地、イベ
ント協力など

地域企業としての優位性、企業の社会への取り組み姿勢を評
価、他

20件

施工計画（安全面）
現場特性を知らないと安全な計画ができない、自社のノウハウ
が引き出せる、他

16件

表彰、成績 明確な数値化、企業の技術力を評価、業務意欲の向上、他 9件

評価項目・評価基準 評価項目・評価基準として悪かった理由 件数

施工計画の適切性（技術提案）
同じような提案内容を作成しても、採点者によって得点が異な
るなど基準は不明確、技術提案の実施に標準案以上の費用が
発生する、他

94件

実施工期の短縮
実体が伴わない提案数値の競争、機械・人員等の投入で競う
のではなく技術的な内容で評価して欲しい、他

23件

ボランティア活動による実績
証明書のないボランティア活動が評価されない、地元企業の有
利性が発生、他

7件

主任（監理）技術者の継続教育（CPD）
の取り組み状況

単位取得に時間と費用がかかる、登録機関の多重化や受講負
担が大きくなる問題、他

4件

地元企業に係る事項
加点数が多き過ぎる、地元一次下請比率評価（加算点）は多く
の問題点が生じる、他

3件

表３ 評価項目設定事例（悪かった事例）：全193件

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

③評価項目・評価基準として良かった事例／悪かった事例
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表４ 生産性阻害要因と生産性向上方向性（受・発注者間）：全230件

生産性向上を阻害している要因 生産性向上に向けた方向性等 件数

発注者都合等で工期延伸、中断が
発生

ワンデーレスポンスの活用、発注者の工事理解力の向上、
手続面の習熟コンサルの完成検査をしっかりして欲しい、
他

86件

書類が多い
重複書類を減らしメール・電話等で済む内容と事務所に出
向かなければならない内容を明確に区分、電子納品を一
本化、ＣＡＬＳの普及、他

36件

無理な要求が多い
受･発注者間の役割の明確化、対等な関係と透明性の確
保、契約図書等の遵守、定期的なヒアリングを実施し、生
産性の阻害要因を取り除く、他

34件

すぐに工事に入れない

発注段階ではできるだけ調整事項が少ないことが望まし
い、受注後すぐに工事が着手できるような関係機関との連
携、用地買収・電柱移設・地元の了解が得られない等の
解決後の発注、他

31件

工期（発注時期）が適正ではない
早期発注と余裕のある工期の設定、発注の年間での平準
化、地域特性を考慮した工期設定を望む、他

24件

生産性向上を阻害している要因 生産性向上に向けた方向性等 件数

人員確保が困難
若い人材の登用と技術継承、建設関連従事者の魅力ある
制度体制を構築、工事発注時期の均一化、他

29件

高齢化による作業効率低下

若年技術者や労働者の雇用条件改善、シニア社員やベテ
ラン技術者の再雇用と若手技術者への教育、労働環境・
労働条件の改善、人事制度の充実、施工体制の適正化、
他

23件

低入札受注による体力低下
最低制限価格の引上げ、無理なダンピングによる受注の
回避、他

22件

書類作成負担の多さ
提出書類の簡素化、社内書類の整理、社内規定の改訂、
他

16件

表５ 生産性阻害要因と生産性向上方向性（受注者内部）：全117件

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

④その他の課題
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図２０ 1工事当りの概算負担額

11件

35件

15件

16件

0件
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9件

5件

12件

13件

1件

0件

0件

5件

5件

12件

11件

3件

0件

1件

2件

18件

1件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件

10万円未満

10～25万円未満

25～50万円未満

50～100万円未満

100～200万円未満

200～500万円未満

500～1000万円未満

1000～2000万円未満

2000万円以上

簡易な施工計画 標準型の技術提案 高度技術提案型の技術提案

平均負担額

簡易な施工計画：49.4万円

標準型の技術提案：146.2万円

高度技術提案型の技術提案：1151.2万円

（３） 建設会社から見た総合評価方式に対する課題等

１．総合評価方式の導入実態調査結果

⑤建設会社におけるタイプ別負担額
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○ 総合評価方式の導入に対する具体的な問題意識については各々の項目にて高いものがあった。特に 「手
続に伴う時間・事務費用」については発注者側で、「評価結果の公表」、「技術提案の作成費用」、「技術提

案と予定価格」、「地元企業の活用」、「受注機会の確保」に関しては受注者側で高い問題意識を持っている。

P.24

事 項 具体的な課題

①手続に伴う時間・事務費用
「時間がかかりすぎる」、「事務負担が大きい」、 「配置予定技術者が長時間拘束さ
れる」

②技術提案の審査・評価 「評価結果のバラツキが生じる」、「適正な評価項目選定に苦慮」

③評価結果の公表 「評価結果を具体的に公表（個別通知）して欲しい」

④技術提案の作成費用
「全ての型で費用負担が発生している」、「提案資料作成の費用を回収する方法がな
い」

⑤施工体制確認型
「低入札でも落札できる場合がある」、「ペナルティが甘い・ない」、「調査基準価格の
設定が妥当か（低いのではないか）」

⑥技術提案と予定価格 「技術提案内容が予定価格に反映されない」

⑦地元企業の活用 「さらなる地元重視（評価）が必要」 、「競争性が確保されているのか疑問」

⑧受注機会の確保 「受注機会が特定の企業に偏っている」

◆課題の色分けの凡例
赤字：発注者から回答があった具体的な問題認識（図4～5）のうち、40%以上を占める意見
青字：受注者から回答のあった具体的な問題認識（図6～7）のうち、40%以上を占める意見
緑字：赤字、青字の両方に該当する意見

１．総合評価方式の導入実態調査結果

（４） アンケートから抽出した課題と改善策（１）
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○ 地方公共団体への総合評価方式の導入の促進については、

①毎年度公表している「総合評価方式の実施状況」の中で、その導入効果を
既に導入した国、地方公共団体の事例の紹介や効果分析・評価をとりまと
め情報提供する

②地方公共団体職員や建設会社社員向けの研修会・講習会を発注者協議
会等を通じて実施する

③総合評価の審査及び総合評価の導入・制度検討のアドバイス等を行うこと
のできる学識経験者及び学識経験者と同等の知識・経験を持つ者の紹介
可能な窓口の設置

等について取り組む。

１．総合評価方式の導入実態調査結果

（４） アンケートから抽出した課題と改善策（２）



２．受発注者に対するヒアリング調査結果
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２．受発注者に対するヒアリング調査結果

１．ヒアリング調査の目的
アンケート調査より明らかとなった総合評価方式の導入に対する具体的な問題
について、改善に向けた検討に資することを目的に、問題認識の高い発注者及
び受注者を対象にヒアリング調査を実施。

２．ヒアリング対象者
○発注者： 国土交通省地方整備局（3）、地方公共団体（2） 計5団体
○受注者： （社）日本土木工業協会 加盟企業（11）、

（社）全国建設業協会 地方協会（2）・加盟企業（5） 計18団体

３．ヒアリング事項 ヒアリング事項 発注者 受注者

①手続に伴う時間・事務負担等 ○ ○

②技術提案の審査・評価 ○

③評価結果の公表 ○

④技術提案の求め方 （オーバースペックへの対応） ○ ○

⑤技術提案の作成費用 ○

⑥技術提案と予定価格 ○ ○

⑦地元企業の活用 ○ ○

⑧受注機会の確保 ○

⑨地方公共団体への導入促進・支援 ○
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課題 時間がかかりすぎる 事務負担が大きい 配置予定技術者が長時間拘束される

発
注
者

国土
交通省

•学識経験者への説明時間・事務を軽減する
ため、局主催の総合評価審査委員会とは
別に、河川部、道路部等の部単位で専門部
会を設置。

•技術的難易度の低い案件について、簡易な
施工計画を求めない実績重視型の総合評
価方式を導入（入札公告から落札者決定ま
で7週間から3週間に短縮）。

•技術提案の1課題当たりの提案数に上限を
設定（最大５提案）。（これ以上削減すると評
価が困難）

•総合評価審査委員会資料の簡素化（特に
概略版作成労力）。

地方公
共団体

•学識経験者への意見聴取については、地方自治法施行令改正に伴い、原則、落札者決
定基準のみとなったため、時間・事務負担は大幅に軽減。

受
注
者

土工協
加盟企業

•現行の手続期間は適切な技術力評価を行
うために必要であり、短縮する必要はない
（標準型・高度技術提案型）。

•発注者の正確な意図を把握する時間を短
縮するため、現地の施工条件に合致した具
体的な標準案を事前に明示。

•早期の辞退を促すため、入札前に技術評
価点（評価ランク）を公表、あるいは二段階
選抜方式の採用。 （特に高度技術提案型）。

•技術資料の提出から入札までの期間短縮
（2ヶ月→1ヶ月）（標準型）。

•必要に応じ、技術対話を省略（高度技術提
案型）。

•技術提案の課題数・項目数に適切な上限を
設定（整備局等の中には総計30～60項目
の提案が可能な例がある）。

•技術提案書の枚数・文字数に上限を設定
（整備局等の中にはA4:50枚以上の提出が
可能な例がある）。

•技術提案書の全国統一様式の設定。
•受発注者間の情報共有のため現場説明会
の復活。

•具体的な標準案の明示（標準型）。
•標準案を採用する場合でも、施工計画を求
められる例があり、提出の廃止（標準型）。

•配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、低入札価格調査となった時点で辞退す
る手続を構築。
⇒会計法上は入札後の辞退は不可。

•配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、技術資料の提出時点では配置予定技
術者の申請を求めずに、入札時点で提出さ
せる手続の構築。
⇒ 通達上は入札説明書の交付の翌日
から原則として10日以内に提出。

全建
地方協会
・

加盟企業

•現行の手続期間は適切な技術力評価を行
うために必要であり、短縮する必要はない
（簡易型・標準型）。

•施工計画に差が生じないものについて、簡
易な施工計画を求めない実績重視型の総
合評価方式を活用（実績は過去の現場担
当者の努力を積み上げであり、不公平とは
思わない）（導入に際しては受注の偏りが生
じないよう留意してほしい）。

•公告文における施工場所等について、地番
まで含めた詳細な条件の明示（簡易型）。

•公告段階で詳細な工事数量を記載した見
積用資料の閲覧または提供（簡易型）。

•簡易な施工計画で求める課題数・文字数を
限定（１課題、300字程度）（簡易型）。

•質問に対する迅速な回答。
•経営事項評価点数や工事実績等の提出の
省略（CORINS等のデータベースの活用）。

•配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、低入札価格調査となった時点で辞退す
る手続を構築。
⇒会計法上は入札後の辞退は不可。

•配置予定技術者の拘束期間を短縮するた
め、 低入札調査基準価格未満の場合は自

動的に失格する仕組みを構築。
⇒会計法上は自動的な失格は不可。

① 手続に伴う時間・事務負担等

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.29P.29

課 題 評価結果のバラツキが生じる 適正な評価項目選定に苦慮

発
注
者

国土交通省

•技術提案が形骸化してしまう恐れがあることから、配
点や評価方法は事務所の判断で設定。

•事務所間の評価結果のバラツキを小さくするため、整
備局等が設置した総合評価審査小委員会で評価方
法の方向性を提示。

•過去の評価結果のデータベース化及びその活用。
•案件ごとの評価結果のバラツキを小さくし、加算点に
見合った技術提案を求める観点から、相対評価では
なく、絶対評価を採用。

地方公共団体

•事務所、本庁事業課、技術審査分科会等の多くの目
で審査。

•工事実績等、評価の一部を第三者機関に委託。

•事例の少ない工事では評価項目の選定に苦慮してい
るため、国からの事例紹介が必要。

•評価項目を固定した場合にはバラツキがほとんど出
ないが、工事特性に応じた柔軟な運用も必要。

受
注
者

土工協加盟企業

•評価結果のバラツキは発注者が工事特性に応じて判
断した結果と認識。

•発注者の意図を的確に把握するため、現場説明会等
の機会を活用。

全建地方協会

・加盟企業

•土木や建築等の分野に係わらず工事成績評定点の
平均点を算出・評価しているため、分野別の評価が必
要。

② 技術提案の審査・評価

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.30P.30

課 題 評価結果を具体的に公表（個別通知）して欲しい

発
注
者

国土交通省

•知的財産保護の観点から、技術提案書の内容は非公開。
•技術提案が形骸化してしまう恐れがあることから、技術提案内容とその結果の公表には慎重。
•一部の整備局等では、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否を通知。

地方公共団体

•地元企業から評価結果の公表内容に対する改善意見等はなし。
•知的財産保護の観点から、技術提案書の内容は非公開。

受
注
者

土工協加盟企業

•企業のノウハウに係わらない一般的な技術提案内容であれば、開示しても問題なし。
•評価結果の公表・通知は、自社の技術力の研鑽の観点からも必要（採否だけでなく優劣の開示も要望）。
•一部の整備局等のように、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否通知を要
望（入札前辞退の判断にも活用）。

全建地方協会

・加盟企業

•公表を前提とした簡易な施工計画の提出と、契約後の公表（簡易な施工計画であれば知的財産権に関する事
項は含まれないと想定されるため）。

⇒ 公表を前提とするため、自由な提案を阻害する恐れ。

•提案が履行できなかった場合とそのペナルティの公表。
•一部の整備局等のように、競争参加資格の確認結果と併せて技術提案した企業に自社提案の採否通知を要
望。

③ 評価結果の公表

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.31P.31

④技術提案の求め方（オーバースペックへの対応）

課 題
「技術提案に係る課題への対応（案）」（H20.12.22）

について
その他の留意事項

発
注
者

国土交通省

•技術提案課題に対するオーバースペックの具体例を
明示。

•事前の見積と入札額との乖離があり、技術提案に対
する適切な見積の提出を求める観点から、技術提案
書と同時に入札書を提出（高度技術提案型）。

地方公共団体

•技術提案課題に対するオーバースペックの明示方法
に関する国からの情報提供。

受
注
者

土工協加盟企業

• 「技術提案に係る課題への対応（案）」については概ね
評価。

• 「見積りを活用する積算方式」については、予定価格
に反映された技術提案の公表。

•発注者が過度な技術提案と判断しても、企業にとって
それほどコスト負担にならない提案もあるため、オー
バースペックの例示は必要。

•具体的な標準案の明示（標準型）。
•自由提案の廃止。
•過度なコスト負担を要する技術提案の判断基準・具体
例の明示。

•提案内容の効果を検証できない項目の廃止。
•過度なコスト負担を要する技術提案を防止するため、
配置予定技術者ヒアリングを重視。

•発注者の意図を確認するため、技術提案前に発注者
との対話機会の確保、あるいは現場説明会の復活。

全建地方協会

・加盟企業

• 「技術提案に係る課題への対応（案）」については概ね
評価。

•発注者が過度な技術提案と判断しても、企業にとって
それほどコスト負担にならない提案（自社保有機械の
活用等）もあるため、オーバースペックの例示は必要。

•自社ノウハウに係る質問が可能な機会の確保（現行
では質問回答が全競争参加者に配布される）。

•オーバースペック防止の観点から、提案項目数を制限。
•優れた技術提案を妨げる過剰なオーバースペック対
策への懸念。

•過度なコスト負担を要する技術提案の具体例の明示。

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.32P.32

課 題 費用負担の軽減 提案資料作成の費用を回収する方法がない

発
注
者

国土交通省
•入札説明書に技術提案に要するコストを算入した入
札書作成の旨を明示。

地方公共団体

受
注
者

土工協加盟企業

•質問に対する迅速な回答と、具体的な内容の回答。
•技術提案課題数・項目数の上限設定。
•現地周辺の環境・地質条件の明示やデータの提供。
•設計図面のCADデータの配布。
•配置予定技術者ヒアリングを重視。
•二段階選抜方式の導入。
•自由提案の廃止。

•全応札者の技術提案費用を還元できる仕組みの構
築（高度技術提案型）。
⇒ 技術提案作成費用の負担により、作成費用目当

ての質の悪い技術提案が増加する可能性。
⇒標準型では技術提案費用は問題なし。
⇒技術提案作成費用は営業活動経費の範囲であり、

落札時に回収。

全建地方協会

・加盟企業

•技術提案作成費用は営業活動経費の範囲（簡易型）。
•受発注者間の情報共有のため現場説明会の復活。
•配置予定技術者ヒアリングの電話での実施。

⑤ 技術提案の作成費用

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.33P.33

課 題 技術提案内容が予定価格に反映されない

発
注
者

国土交通省 • 「見積りを活用した積算方式」を採用する場合、見積りを求める範囲の基準等の仕組み。

地方公共団体

受
注
者

土工協加盟企業

全建地方協会

・加盟企業

• 「見積りを活用した積算方式」では、見積りを提供した企業が受注できない場合にはノウハウだけが流出するこ
とになるため、特命随意契約により契約。

• 「見積りを活用する積算方式」については、見積内容の予定価格への反映方法の明示。

⑥ 技術提案と予定価格

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.34P.34

課 題 さらなる地元重視（評価）が必要 競争性が確保されているのか疑問

発
注
者

国土交通省

• Bランク以上の工事については、地元企業の下請とし
ての活用を評価項目に追加。

•説明責任の観点から、適切な地域重視の評価項目を
設定。

•地域要件について、入札参加資格としてはある程度
広い地域で設定し、総合評価方式により評価。

地方公共団体
•地元企業の中には災害復旧や維持管理に協力的な
企業とそうでない企業があるため、地域貢献について
適切に評価。

受
注
者

土工協加盟企業

•地元企業への下請け、資材の調達等における地産品
の活用を評価。

• 地元企業との共同体の結成。
•当該工事への地元企業の活用方法等を技術提案に
て評価。
⇒地元企業の育成活用を総合評価方式で扱うことは

困難。

全建地方協会

・加盟企業

•当該工事への地元企業の活用方法等を技術提案に
て評価。

•各々の地域特性を踏まえ、慎重に地域要件を設定。
•地域貢献度に防災活動や地産品の活用を評価（更な
る評価は不要） 。

•ボランティア活動や災害協定に基づく活動の評価を重
視。

⑦ 地元企業の活用

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.35P.35

課 題 受注機会が特定の企業に偏っている

発
注
者

国土交通省
•配置予定技術者の評価を重視。
⇒ Cランクに登録されている企業間では、技術者数に大きな隔たりがあるため、配置予定技術者の評価を
重視しても、特定企業に偏る懸念。

地方公共団体

受
注
者

土工協加盟企業

•同時期に入札を行う複数の工事では、入札案件ごとに求める技術提案のテーマを変更。
•技術提案を優・良・可等の判定方式で採点する場合、点数を細分化した評価基準を採用。
•配置予定技術者ヒアリングの重視。

⇒技術競争の結果であり、特定の企業に偏ることは当然。

全建地方協会

・加盟企業

•技術力の差が小さい場合でも評価が大きく左右されるため、表彰の有無の配点を軽減。
•同日発注案件について、1本目を取った企業は2本目の入札に参加できない措置。
•受注機会の確保の観点から、手持ち工事量を適切に評価。
⇒過度な評価は技術競争を阻害。

•建築工事では特に建築用途が細分化されているため、競争参加に求められる実績の緩和。

⑧ 受注機会の確保

２．受発注者に対するヒアリング調査結果



P.36P.36

課 題 地方公共団体への総合評価方式の導入の促進

発
注
者

国土交通省

•市町村の総合評価委員会へ職員派遣。
•管内の地方公共団体に第三者委員会への参加機会を確保し、学識経験者への意見聴取の場を提供。

地方公共団体

•管内の地方公共団体に学識経験者への意見聴取の支援。
•管内の地方公共団体を対象とした総合評価研究会の開催と情報共有、実施要領等の作成にあたっての助言。
•管内の地方公共団体を対象とした説明会への講師派遣等。
•総合評価方式への理解と、価格のみによる競争の弊害の周知。

受
注
者

土工協加盟企業

全建地方協会

・加盟企業

⑨ 地方公共団体への導入促進・支援

２．受発注者に対するヒアリング調査結果
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１．平成２０年度 年次報告のポイント
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１．平成２０年度 年次報告のポイント

（１）総合評価方式の普及・拡大の状況

• 総合評価方式の適用率は年々増加し、平成19年度にほぼ100%に達し、平成20年
度も同様にほぼ100%の状況である。（件数ベース：98.8%、金額ベース：99.7%）。
【P7、P8】

• タイプ別の実施件数でみると、簡易型は平成19年度に約9,600件だったのが、平成
20年度に約7,300件となり、標準型は平成19年度に約1,200件だったのが、平成20
年度に約3,600件となった。これは、平成19年度まで簡易型で実施されていた工事
の一部が平成20年度より標準型（Ⅱ型）で実施されることになったためである。【P7】

• 「標準型（Ⅱ型）」は、技術提案により更なる品質向上を図る場合に適用される。
品質向上を図る必要のある事項について特定の課題（１～２課題を基本）を設
定し、技術提案を求めること（１課題あたりA4 １枚以内を基本）としている。

• 「簡易型」は、発注者が示す仕様に基づき確実に施工することを求める場合に
適用される。簡易な施工計画として、「どういう点に配慮して工事を施工する
か」（施工上配慮すべき事項）について求めること（A4 １枚以内を基本）として
いる。

※「標準型（Ⅱ型）」と「簡易型」の違いについて



P.4

１．平成２０年度 年次報告のポイント

（２）落札者の状況

• 平成18年度と平成20年度を比較すると、簡易型、標準型ともに、最高得点者（最低
価格者以外）が落札した割合が増加した。一方で、最低価格者（最高得点者以外）
が落札した割合は、減少した。【P9、P11】

• 簡易型では、平成２０年度は平成１９年度に比べ、加算点満点が「５０点以上」のも
のの割合が減少し、「３０～４０点」のものの割合が増加している。これは、平成１９
年度まで簡易型で実施されていた工事の一部が平成２０年度より標準型（Ⅱ型）で
実施されることになったためと考えられる。【P10】

• 標準型では、平成２０年度は平成１９年度に比べ、加算点満点が「７０点以上」のも
のの割合が減少し、「３０～４０点」のものの割合が増加している。これは、平成１９
年度まで簡易型で実施されていた工事の一部が平成２０年度より標準型（Ⅱ型）で
実施されることになったためと考えられる。【P12】



P.5

１．平成２０年度 年次報告のポイント

（３）高度技術提案型の実施状況
• 平成20年度の高度技術提案型において、高度技術提案型では、落札率75%以下
のものが見受けられる。なお、低入札件数と割合の推移をみると、平成20年度は
平成19年度に対し、低入札の状況に変化はみられない。【P13】

（４）施工体制確認型の実施状況

• 平成20年度において、簡易型、標準型とも、施工体制確認型は施工体制確認型以
外に比べ、落札者の応札率（平均）が高く、応札率75%を下回る応札はほとんど見
受けられない。【P14】

• 簡易型、標準型において、落札率別の工事成績評定点（平均）をみると、平成18年
度の施工体制確認型実施以前の落札率70%未満の工事に比べ、平成19年度の
施工体制確認型の落札率70%～80%の工事成績評定点が2.6点高い。【P15】

• 平成18年度、平成19年度の簡易型の工事成績評定点をみると、施工体制確認型
以外では、多くの工種で、落札率70%未満の工事の工事成績評定点が落札率
70%以上の工事より低い。【P16】



２．総合評価方式の実施状況



P.7

1,256
716

1,266

3,619

8 12 17 19

7,894

9,566

7,271

1,227

98.8%97.1%
76.2%

16.9%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度

総
合
評
価
方
式
実
施
件
数

0%

20%

40%

60%

80%

100%

総
合
評
価
方
式
の
適
用
率

簡易型 標準型 高度技術提案型 適用率

（件）

2-1．普及・拡大の状況

注１）８地方整備局における実施件数。

注２）適用率は随意契約を除く全発注工事件数に対する総合評価方式実施件数の割合。

図１ 年度別・タイプ別の実施状況（件数）

計：1,980件
計：9,172件

計：10,810件

総合評価方式の適用率は年々増加し、平成１９年度にほぼ１００％に達し、平成２０年度も同様にほ
ぼ１００％の状況である。（件数ベース：９８．８％、金額ベース：９９．７％）。

計：10,909件
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2-1．普及・拡大の状況

図２ 年度別・タイプ別の実施状況（金額）

計：5,676億円

計：12,022億円 計：14,862億円

注１）８地方整備局における当初実施金額。

注２）適用率は随意契約を除く全発注工事金額に対する総合評価方式実施金額の割合。

計：16,583億円
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図３ 落札者の内訳
（平成１８年度）

図４ 落札者の内訳
（平成１９年度）

図５ 落札者の内訳
（平成２０年度）

注１）８地方整備局を対象。（以降、P11～P23も同様。）

注２）主要4工種（一般土木、AS舗装、PC、鋼橋上部工）に該当する工事を対象。（以降、P11～Ｐ13も同様。）

注３）予定価格内１者の工事を除く。（以降、P11～Ｐ13も同様。）

〔簡易型〕

2-2．落札者の状況
最高得点者（最低価格者以外）が落札した割合は、平成１８年度の１４．５％に対し、平成２０年度は２８．２％と１３．
７ポイント増加した。

一方で、最低価格者（最高得点者以外）が落札した割合は、平成１８年度の４６．３％に対し、平成２０年度は３２．
６％と１３．７ポイント減少した。
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図６ 年度別：加算点満点の内訳

図７ 加算点満点別：落札者の内訳（得点）
（平成２０年度）

図８ 加算点満点別：落札者の内訳（価格）
（平成２０年度）

〔簡易型〕

2-2．落札者の状況
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簡易型では、平成２０年度は平成１９年度に比べ、加算点満点が「５０点以上」のものの割合が減少し、
「３０～４０点」のものの割合が増加している。これは、平成１９年度まで簡易型で実施されていた工事
の一部が平成２０年度より標準型（Ⅱ型）で実施されることになったためと考えられる。
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図９ 落札者の内訳
（平成１８年度）

図１０ 落札者の内訳
（平成１９年度）

図１１ 落札者の内訳
（平成２０年度）

〔標準型〕

2-2．落札者の状況
最高得点者（最低価格者以外）が落札した割合は、平成１８年度の２０．３％に対し、平成２０年度は３８．３％と１８．
０ポイント増加した。

一方で、最低価格者（最高得点者以外）が落札した割合は、平成１８年度の４２．５％に対し、平成２０年度は２４．
６％と１７．９ポイント減少した。
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図１２ 年度別：加算点満点の内訳

図１３ 加算点満点別：落札者の内訳（得点）
（平成２０年度）

図１４ 加算点満点別：落札者の内訳（価格）
（平成２０年度）

〔標準型〕

2-2．落札者の状況
標準型では、平成２０年度は平成１９年度に比べ、加算点満点が「７０点以上」のものの割合が減少し、
「３０～４０点」のものの割合が増加している。これは、平成１９年度まで簡易型で実施されていた工事
の一部が平成２０年度より標準型（Ⅱ型）で実施されることになったためと考えられる。
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2-3．高度技術提案型の実施状況

図１６ 低入札件数と低入札割合（件数）の推移

高度技術提案型 （平成１８～２０年度）

平成２０年度の高度技術提案型において、高度技術提案型では、落札率７５％以下のものが見受けら
れる。

なお、低入札件数と割合の推移をみると、平成２０年度は平成１９年度に対し、低入札の状況に変化
はみられない。

〔高度技術提案型〕

図１５ 応札率の分布 高度技術提案型

（平成２０年度）

注１）全工種を対象。（以降、P15～P16も同様）
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2-4．施工体制確認型の実施状況

図１７ 応札率の分布 簡易型 （平成２０年度）

平成２０年度の簡易型において、施工体制確認型は施工体制確認型以外に比べ、落札者の応札率
（平均）が３．８ポイント高く、応札率７５％を下回る応札はほとんど見受けられない。
また、標準型においては、施工体制確認型は施工体制確認型以外に比べ、落札者の応札率（平均）が
２．９ポイント高く、応札率７５％を下回る応札はほとんど見受けられない。

〔簡易型〕
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図１８ 応札率の分布 標準型 （平成２０年度）

施
工
体
制
確
認
型

施
工
体
制
確
認
型
以
外

〔標準型〕



P.15

74.8

76 .7

73 .6

71.0

73.3
73 .7

73.0

73 .9

74 .1
74 .3

70

71

72

73

74

75

76

77

78

70%未満 70%～80% 80%～90% 90%～100%

落札率

工
事
成
績
評
定
点

H18施工体制確認型実施以前 H19施工体制確認型以外 H19施工体制確認型

73.6
73.9 74 .0

71 .0

74 .1

73 .5

72.2

70 .4

73 .7
73.4

72.6

70

71

72

73

74

75

76

77

78

70%未満 70%～80% 80%～90% 90%～100%

落札率

工
事
成
績
評
定
点

H18施工体制確認型実施以前 H19施工体制確認型以外 H19施工体制確認型

2-4．施工体制確認型の実施状況

図１９ 落札率別の工事成績評定点 簡易型

（平成１８年度，平成１９年度）

簡易型、標準型において、落札率別の工事成績評定点（平均）をみると、平成１８年度の施
工体制確認型実施以前の落札率７０％未満の工事に比べ、平成１９年度の施工体制確認
型の落札率７０％～８０％の工事成績評定点が２．６点高い。

〔簡易型〕 〔標準型〕

図２０ 落札率別の工事成績評定点 標準型

（平成１８年度，平成１９年度）

Ｈ19は施工体制確認
型では落札率70%未
満の工事無し

Ｈ19の標準型では落
札率70%未満の工事

無し

注１）平成18年度は上半期データを使用（以降、P17も同様）

2.6点 2.6点
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2-4．施工体制確認型の実施状況

図２１ 落札率別の工事成績評定点 簡易型 工種別 （平成１８年度，平成１９年度）

平成１８年度、平成１９年度の簡易型の工事成績評定点をみると、施工体制確認型以外
では、多くの工種で、落札率７０％未満の工事の工事成績評定点が落札率７０％以上の工
事より低い。

〔簡易型〕

注１）工種別は、平成19年度の実施件数が100件以上の工種を対象。なお、標準型については、100件以上の実績がある工種がなく、かつ落札率70%未満の工事もないため、ここでは簡易型のみを対象
とした。
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総価契約単価合意方式について

近畿地方整備局

参考資料 ５

平成２２年２月８日

近畿ブロック発注者協議会第３回幹事会資料



総価契約単価合意方式の本格導入

要素 現状 導入後

契 約 方 式 総価で契約 総価で契約

単価で合意（レベル４を想定）

設 計 変 更 額 算 定

に 用 い る 単 価

当初官積算に基づく単価 受発注者間で合意した単価

特 徴 請負企業の技術的特性等が

反映されない額となるおそれ

請負企業の技術的特性等が

反映された額

片務性の存在

設計変更協議の難航

双務性の向上

設計変更協議の円滑化

【現状と導入後の比較】

適正な利益の確保

適正なキャッシュフローの確保

（工事進行基準への対応にも寄与）

生産性阻害要因の排除

出来高部分払い方式の選択促進

１



・双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合の金額の算定、部分払い
金額の算定等の単価等を、前もって協議して合意しておくことにより、円滑化を図る。

・会計検査院から、競争入札により契約した前工事に引き続き、随意契約により行う後
工事の予定価格の算定について、単価合意方式等の競争の利益を反映出来る方法を検
討するよう、意見もいただいたところ。

１．背 景

原則として、全ての土木工事等において実施。（前後工事を含む）

２．対象工事

・単価等を個別に合意する方式（単価個別合意方式）を基本。
ただし、分任支出負担行為担当官の発注工事においては、請負者の希望により、当

初契約時の予定価格に対する落札価格の比率を乗じ、単価等を包括的に合意する方
式（単価包括合意方式）も可能とする。

３．実施方法

総価契約単価合意方式の実施方法

２

第24条（請負代金額の変更方法）
第25条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
第29条（不可抗力による損害）
第37条（部分払）
第38条（部分引渡し）

４．合意した単価の適用



4

単価協議の結果として「単価合意書（合意単価を表示した「単価表」）」を締結する。

単価表（例）

発注者・請負者間
で締結

発注者・受注者間
で締結

変更金額の
算定等に使用

なお、本単価表に記載のない工種が追加された場合については、
変更時の単価を基礎とする。

工事区分 工種 種別 細別 規格 単位 数量
合意単価

（率）
金額 適用

橋梁下部 式 1 28,650,000

道路土工 式 1 1,560,000

残土処理工 式 1 1,560,000

RC橋脚工 式 1 27,090,000

作業土工 式 1 500,000

場所打杭工 式 1 21,000,000

場所打杭 杭径 1200mm 杭長（設計長）20.0m 本 8 2,500,000 20,000,000

掘削土処理 式 1 1,000,000

橋梁躯体工（構造物単位） 式 1 5,590,000

Ｔ型橋脚 24-8-25(20)（高炉） m3 160 25,000 4,000,000

鉄筋 SD345 D16～25 t 6.00 115,000 690,000

鉄筋 SD345 D29～32 t 7.50 120,000 900,000

直接工事費 式 1 28,650,000

共通仮設費 式 1 4,700,000

共通仮設費 式 1 1,020,000

運搬費 式 1 1,020,000

共通仮設費（率計上） 式 1 3,680,000

純工事費 式 1 33,350,000

現場管理費 式 1 8,000,000

工事原価 式 1 41,350,000

一般管理費等 式 1 3,650,000

工事価格 式 1 45,000,000

消費税相当額 式 1 2,250,000

工事費計 式 1 47,250,000

単価合意書（例）

平成○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約の変更
に用いる単価（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）
について、別添の「単価表」のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の
上、各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

発注者 住所 ○○○○○○○○○

氏名 支出負担行為担当官

○○○○○○○○○ 印

請負者 住所 ○○○○○○○○○

氏名 ○○○○○○○○○ 印

細別に関する単価を合意

共通仮設費（率計上分）、
現場管理費、一般管理費

等は額で合意

３

単価合意書〔単価個別合意方式の場合〕
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単価協議の結果として「単価合意書（契約変更の考え方について合意）」を締結する。

発注者・受注者間
で締結

単価合意書（例）

平成○○年○○月○○日に契約した○○工事における契約変更の考え方について、下記のとおり合意する。

記

契約変更等において、工事数量総括表に記載の工種に関する工事については、変更時の価格に、当初契約の予
定価格に対する落札価格の比率を乗じたものを基礎とする。

なお、工事数量総括表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合には、変更時の価格を基礎とする。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

平成○○年○○月○○日

発注者 住所 ○○○○○○○○○

氏名 支出負担行為担当官

○○○○○○○○○ 印

請負者 住所 ○○○○○○○○○

氏名 ○○○○○○○○○ 印

※ 複数回変更する場合は、以下のとおり記載する

契約変更等において、工事数量総括表に新たに追加された工種に関する工事については、変更時の価格に、
第○回変更契約時の予定価格に対する落札価格の比率を乗じたものを基礎とする。

なお、工事数量総括表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合には、変更時の価格を基礎とする。

４

単価合意書〔単価包括合意方式の場合〕



【築堤・護岸、道路改良工事における一例】

築堤・護岸 河川土工

地盤改良工

盛土工

盛土補強工 安定シート

盛土（流用土）

盛土（購入土）

表層安定処理工 サンドマット

安定処理

（増加）合意単価

（追加）官積算×１００％

（追加）官積算×１００％

レ ベ ル １

工事区分

レ ベ ル ２

工 種

レ ベ ル ３

種 別

レ ベ ル ４

細 別

総価契約単価合意方式における新規工種の扱い

（追加）官積算×合意比率

（追加）官積算×合意比率

（追加）官積算×合意比率

（追加）官積算×合意比率

道路改良 道路土工

擁壁工

路体盛土工

法面整形工 法面整形（盛土部）

盛土（流用土）

盛土（購入土）

場所打擁壁工 コンクリート

鉄筋

（増加）合意単価

（追加）官積算×１００％

（追加）官積算×１００％

レ ベ ル １

工事区分

レ ベ ル ２

工 種

レベル３

種 別

レ ベ ル ４

細 別

型枠 （追加）官積算×１００％

○直接工事費及び共通仮設費（積み上げ分の取扱
・数量の増減が著しく官積算単価が変動する場合を含む条件変更の場合は,変更後の官積算単価に細別（ﾚﾍﾞﾙ4）の比率（官積算単

価に対する合意単価の比率をいう）を乗じて積算する。
・既存の工種(ﾚﾍﾞﾙ2)に種別（ﾚﾍﾞﾙ3）、細別（ﾚﾍﾞﾙ4）が追加された場合は官積算単価に工種（ﾚﾍﾞﾙ2）の比率を乗じて積算する。
・工種（ﾚﾍﾞﾙ2）が新規に追加された場合は、官積算単価にて積算する。

○共通仮設費（率分）、現場管理費、一般管理費等の取扱
・対象額に対する合意価格の率に、積算基準書の率式を利用した低減割合を乗じた率を用いて算出する。

５


	　１．ブロック協議会の取組みについて
	　３．公共工事の品質確保向上に向けた取組み
	総価契約単価合意方式について


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


